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死
刑
慶
止
の
歴
史

三
八

（
一
　
六
六
）

死

刑
　
屡

止

の

歴

史
（
二
・
完
）

f
西
ド
イ
ッ
聯
邦
共
和
國
を
中
心
と
し
て
ー
－

宮

澤

浩

一

一＝三四五六五四三二一〇九八七六
は
　
じ
　
め
　
に

ベ
ッ
カ
リ
T
ア
と
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ニ
ル

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
ツ
ス
に
お
け
る
死
刑
の
頻
度
と
革
命
前
時
代
の
ド
イ
ヅ
に

お
け
る
死
刑
適
用
敏
の
比
較

一
八
四
八
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
國
民
倉
議
に
よ
る
死
刑
の
屡
止

一
八
四
八
年
プ
ロ
シ
ア
恵
法
制
定
國
民
合
議
に
よ
る
死
刑
の
騒
止

一
八
四
八
年
代
か
ら
一
八
七
〇
年
北
ド
イ
ッ
聯
邦
議
含
に
お
け
る
刑
法
典
審

議
に
至
る
迄
の
死
刑
屡
止
問
題
の
論
議

　
　
　
ヲ
イ
ヒ
ス
ク
ヨ
ク

北
ド
イ
ツ
聯
邦
議
合
に
お
け
る
死
刑
庭
止
の
努
力

一
八
七
一
年
代
か
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
國
民
舎
議
に
至
る
迄
の
死
刑
問
題
の
論
議

ワ
イ
マ
ー
ル
國
民
會
議
に
お
け
る
死
刑
魔
北
の
努
力
（
以
上
前
號
）

一
九
三
三
年
迄
の
諸
時
期
に
お
け
る
死
刑
問
題
の
論
議
（
以
下
本
號
）

ナ
チ
ス
時
代
に
お
け
る
死
刑
問
題
の
取
掻
い

ナ
チ
ス
の
崩
壌
か
ら
基
本
法
駿
布
迄
の
死
刑
の
問
題

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ヨ
ー
官
ヅ
パ
外
の
諸
國
に
お
け
る
死
刑
問
題
の
取
扱
い

基
本
法
に
ょ
る
死
刑
の
屡
止

死
刑
魔
止
に
封
す
る
ド
イ
ツ
輿
論
の
態
度

ド
イ
ッ
聯
邦
議
會
に
お
け
る
死
刑
再
導
入
の
企
囲
の
失
敗

む
す
び

九

　
一
九
三
三
年
迄
の
諸
時
期
に
お
け
る
死
刑
問
題
の
論
議
（
一
四
五
頁
－
一
八

六
頁
）

　
一
九
二
二
年
刑
法
草
案
迄
　
　
さ
き
の
決
議
案
を
可
決
し
た
勢
力
は
、
吐
會

主
義
勢
力
と
ド
イ
ツ
民
主
蕪
を
合
せ
て
四
二
三
人
中
二
六
二
人
の
絶
封
多
籔
を

占
め
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
政
窯
勢
力
分
布
に
お
い
て
は
次
第
に
死
刑
存
置
派

の
議
員
籔
の
壇
加
を
み
る
に
至
り
一
九
二
四
年
の
第
二
同
國
會
で
は
二
三
七
名

の
多
き
を
算
え
た
。

　
一
九
二
一
年
、
か
つ
て
反
封
窯
で
あ
つ
た
肚
會
民
主
黛
が
、
政
府
與
窯
と
し

て
死
刑
問
題
を
と
り
組
む
に
當
り
、
こ
れ
迄
の
原
則
に
封
し
て
完
全
な
攣
更
を

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
か
く
て
ま
ず
「
綱
領
委
員
會
」
で
草
案
が
作
ら
れ
、

ゲ
ル
リ
ッ
ツ
の
窯
大
會
で
承
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
綱
領
委
員
會
に
選
任
さ
れ
た

ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
議
員
は
、
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
大
會
決
議
と
し
て
「
十
籔
年
こ
の
方

準
備
を
重
ね
て
來
た
刑
法
、
行
刑
及
び
刑
事
訴
訟
の
新
し
い
規
定
は
こ
こ
に
現



實
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
懸
報
と
駿
罪
を
目
的
と
す
る
蛋
式
な
刑
法
の
代
り

に
、
保
安
と
改
善
、
青
少
年
に
お
い
て
教
育
に
向
け
ら
れ
た
祉
會
的
刑
法
が
登

場
す
る
。
死
刑
と
名
讐
の
喪
失
は
曖
止
さ
る
べ
き
で
あ
る
…
．
：
。
」
と
い
う
要

求
を
掲
げ
、
全
會
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
籔
週
の
後
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ヅ
フ
は
司
法
大
臣
と
な
つ
た
の
で
あ
つ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
グ
ヲ
ム

　
他
方
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
國
民
會
議
で
死
刑
廃
止
が
綱
領
の
形
で
決
議
さ
れ
て

数
ヵ
月
後
に
、
ナ
チ
裳
が
不
氣
味
な
動
き
を
始
め
た
。
當
時
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
意
義
を
持
た
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
や
が
て
襲
い
來
る
嵐
を

は
ら
ん
だ
動
き
で
あ
つ
た
。

　
吐
會
民
主
窯
員
と
し
て
こ
の
時
期
に
大
き
な
活
躍
を
し
、
終
始
一
貫
死
刑
慶

止
論
者
と
し
て
豊
か
な
學
識
か
ら
絶
え
ず
新
た
な
理
論
的
根
撮
を
提
供
し
た
の

は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
學
激
授
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
で
あ
つ
た
。
彼
が
司
法
大

臣
と
し
て
ウ
ィ
ル
ト
内
閣
に
入
閣
す
る
に
當
つ
て
、
マ
ル
ク
ス
議
員
は
次
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
イ
ヒ
ス
ク
し
ク

く
言
つ
た
。
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
な
抵
抗
を
越
え
て
、
來
春
帝
國
議
會
に
政
府

草
案
を
提
出
し
、
そ
れ
を
出
來
る
だ
け
早
く
實
定
法
に
す
る
機
會
が
、
司
法
大

臣
と
し
て
の
同
志
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
に
達
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と
。

　
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
信
念
に
基
づ
い
て
濁
自
の
刑
法
草
案
を
作
り
、
そ
こ
で

死
刑
を
魔
止
し
た
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
草
案
が
公
表
さ
れ
な
い
ま
ま
で

あ
っ
た
と
い
5
織
は
、
前
記
法
學
研
究
の
宮
崎
教
授
の
解
題
が
こ
れ
を
詳
細
に

論
じ
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
草
案
は
立
法
理
由
と
共
に
全
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

前
に
述
べ
た
。
つ
い
で
な
が
ら
、
本
草
案
は
一
九
二
五
年
草
案
と
し
て
提
出
さ

れ
た
時
に
は
、
そ
の
本
來
の
姿
を
全
く
失
つ
て
い
た
。

　
ラ
！
ト
ブ
ル
ヅ
フ
の
死
刑
曖
止
に
封
す
る
信
念
は
、
政
裳
政
治
か
ら
の
拘
束

死
刑
慶
止
の
歴
史

に
基
づ
く
の
で
は
な
く
て
、
彼
の
畢
問
的
立
場
か
ら
す
る
首
尾
一
貫
し
耽
主
張

で
あ
つ
た
。
彼
の
若
い
頃
の
作
品
「
法
學
入
門
」
に
お
い
て
、
す
で
に
死
刑
慶

止
が
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
彼
は
く
り
返
え
し
“
司

法
の
危
機
”
を
読
き
、
厚
良
心
を
失
つ
た
”
刑
法
の
不
明
確
さ
を
語
り
、
超
個

人
主
義
的
灌
威
思
想
を
俘
う
自
由
・
民
主
主
義
官
憲
國
家
に
封
し
て
、
吐
會
的

國
民
國
家
を
封
置
す
る
。
後
者
は
感
報
、
威
嚇
思
想
の
代
り
に
吐
會
的
防
衛
お

よ
び
教
育
、
保
安
刑
法
と
い
う
思
想
を
以
つ
て
し
て
い
る
。
ラ
ー
、
ト
ブ
ル
ッ
フ

は
階
級
状
態
の
中
に
犯
罪
の
決
定
的
要
因
を
認
め
、
杜
會
政
策
こ
そ
最
上
の
刑

事
政
策
で
あ
る
と
す
る
。
“
こ
の
よ
う
に
め
ざ
め
た
見
識
は
礁
報
、
威
嚇
と
い

つ
た
激
越
な
刑
法
理
論
を
恥
じ
、
教
育
お
よ
び
改
善
と
い
う
合
理
的
な
刑
法
理

論
を
吐
會
倫
理
的
に
堪
え
得
る
も
の
と
思
わ
し
め
る
〃
。
彼
の
教
育
刑
の
思
想

は
更
に
す
す
ん
で
「
刑
務
所
の
教
育
は
強
制
の
教
育
で
あ
る
。
強
制
は
反
抗
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

ま
ね
く
が
、
後
者
は
愛
に
献
身
す
る
と
こ
ろ
で
の
み
可
能
燐
、
あ
る
。
今
日
の
刑

務
所
の
建
物
、
腕
獄
の
可
能
性
が
大
ぎ
い
者
に
封
す
る
強
制
施
設
、
印
ち
囚
人

の
不
信
を
あ
ら
ゆ
る
機
會
に
露
呈
す
る
牧
容
所
は
教
育
に
封
す
る
障
害
で
あ

り
、
教
育
は
信
頼
と
い
う
雰
園
氣
に
お
い
て
の
み
繁
榮
す
る
の
で
あ
る
。
犯
罪

者
の
教
育
と
改
善
に
刑
罰
の
主
た
る
目
的
を
認
め
る
者
は
、
死
刑
が
も
は
や
教

育
す
る
こ
と
も
、
改
善
す
る
こ
と
も
出
來
な
い
故
に
存
置
せ
し
め
よ
う
と
は
せ

ず
、
し
か
も
今
臼
の
死
刑
は
職
業
的
犯
罪
者
に
で
は
な
く
、
生
涯
再
び
あ
の
よ

う
な
恐
ろ
し
い
行
爲
を
演
じ
は
し
な
い
よ
う
な
初
犯
者
に
む
し
ろ
課
せ
ら
れ
て

い
る
故
に
、
死
刑
を
保
持
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
彼
の
思
想
は
更
に
「
法
哲
學
」
の
中
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
個
人
は
、
彼
に

よ
れ
ぽ
、
死
刑
に
親
し
む
も
の
と
考
え
ら
れ
得
な
い
。
死
刑
は
如
何
な
る
意
味

で
も
犯
罪
者
自
身
の
利
釜
に
役
立
つ
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
死
刑

三
九
　
　
（
一
　
六
七
）



死
刑
慶
止
の
歴
史

は
こ
の
利
釜
の
主
豊
を
失
く
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
ベ
ッ
カ
リ
ー

ア
と
同
様
に
契
約
説
の
立
場
か
ら
死
刑
を
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
そ
の
理
由
は
犯
罪
者
が
死
刑
を
認
め
る
筈
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

犯
罪
者
に
と
つ
て
は
、
死
刑
に
は
あ
ら
ゆ
る
自
己
の
利
釜
が
敏
け
て
い
る
か
ら
、

當
然
に
彼
は
死
刑
を
認
め
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
吐
會
主
義
の
文
化

理
論
」
の
中
で
は
、
「
吐
會
主
義
刑
法
思
想
は
、
犯
罪
者
を
“
個
々
的
に
實
現
し

た
吐
會
で
あ
り
、
刑
法
關
係
が
次
第
に
吐
交
的
に
な
る
輕
移
で
あ
つ
て
、
病
め

る
吐
會
形
態
σ
自
力
救
濟
”
で
あ
る
と
見
る
。
正
し
く
な
い
吐
會
で
は
、
た
と

え
刑
法
典
が
最
も
正
當
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
主
た
る
負
捲
は
無
産
階
級

の
肩
の
上
に
常
に
落
ち
か
か
る
。
こ
の
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
立
場
は
吐
會
の

吐
會
主
義
的
攣
革
に
よ
つ
て
根
本
的
に
攣
化
し
、
か
く
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
状

態
に
原
因
す
る
犯
罪
性
も
、
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
枇
會
の
礎
革
が
行

わ
れ
な
い
限
り
は
、
現
代
の
肚
會
的
状
態
の
不
完
全
さ
に
由
來
す
る
犯
罪
に
封

し
て
は
、
“
刑
法
の
急
進
的
な
制
限
”
と
、
刑
法
を
“
保
護
”
に
置
き
か
え
る
こ

と
と
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
刑
法
草
案

は
、
そ
の
類
稀
な
學
識
が
、
諸
他
の
草
案
の
如
き
複
籔
委
員
に
よ
つ
て
姜
協
を

強
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
純
樺
な
形
で
現
わ
れ
る
こ
と
が
出
來
た
と
い
う
意
昧

で
、
貴
重
な
存
在
で
あ
り
、
と
も
か
く
も
死
刑
塵
止
を
明
確
に
押
し
出
し
て
い

る
こ
と
は
、
他
に
そ
の
例
を
み
な
い
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
し
か
も
我
々
は
、
こ

の
草
案
が
提
出
さ
れ
た
頃
の
ド
イ
ッ
の
吐
會
情
勢
を
検
討
す
れ
ば
、
起
草
者
ラ

ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
決
断
が
如
何
に
強
い
も
の
で
あ
つ
た
か
を
知
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
事
態
は
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
九
ニ
ニ
年
秋
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
は
そ
の
刑
法
草
案
を
政
府
に
提
出
し

た
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
先
、
六
月
…
百
に
時
の
復
興
大
臣
ラ
テ
ナ
ゥ
が
急
進

四
Q
　
　
（
一
一
六
八
）

的
分
子
の
兇
揮
に
倒
れ
て
後
、
　
エ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
憲
法
四
八
條
に
基
づ
き

「
共
和
國
保
護
の
た
め
の
法
令
」
を
襲
布
し
た
。
こ
れ
は
六
月
二
九
日
の
「
共

和
國
保
護
の
た
め
の
第
二
法
令
」
で
補
充
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
共
和
國
政
府
の

閣
僚
、
前
閣
僚
に
封
す
る
殺
人
に
關
興
し
或
は
そ
れ
に
封
す
る
財
政
的
援
助
行

爲
に
迄
死
刑
を
科
す
る
と
い
う
嚴
し
い
法
令
で
あ
つ
た
。
こ
れ
と
往
時
プ
・
シ

ア
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
に
封
す
る
殺
人
未
途
犯
人
が
懲
役
に
腿
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ

な
か
つ
た
こ
と
と
考
え
併
せ
る
と
そ
の
嚴
格
さ
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
も
つ
と

も
こ
の
法
令
は
限
時
法
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
死
刑
論
の
陣
螢
に
お

い
て
最
も
彊
力
な
論
客
で
あ
つ
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
も
こ
れ
に
署
名
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
後
ま
で
死
刑
存
置
論
者
に
好
餌
を
與
え
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ

と
は
、
終
止
一
貫
死
刑
に
反
封
し
て
來
た
肚
會
民
主
鴬
に
と
つ
て
一
大
汚
鮎
と

も
い
う
べ
き
出
來
事
で
あ
り
、
死
刑
廃
止
を
確
信
し
て
い
た
肚
會
民
主
蕪
員
は

動
揺
を
來
し
、
こ
の
間
題
は
も
は
や
原
則
論
で
は
な
く
、
目
的
論
的
に
考
え
ら

る
べ
き
だ
と
苦
し
い
論
理
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
至
つ
た
。

　
一
九
二
五
年
草
案
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ヅ
フ
の
一
九
一
三
年
萱
案
に
大
き
な
攣

更
を
加
え
て
提
出
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
死
刑
は
殺
人
（
二
二
一
條
）
に
つ
い
て

の
み
再
び
探
用
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
の
時
の
政
裳
の
勢
力
關
係
は
第
八
表
の
通
り
で
あ
う
た
。
し
か
し
こ
の
事

情
の
下
で
も
、
な
お
輕
減
事
由
を
大
幅
に
と
り
入
れ
て
、
「
裁
到
所
は
、
行
爲

が
行
爲
者
に
非
難
し
得
な
い
原
因
に
主
と
し
で
蹄
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
場
合

に
も
、
第
七
二
條
に
從
つ
て
輕
減
す
る
こ
と
を
得
る
。
」
と
し
て
い
る
馳
を
見

る
と
、
一
九
二
五
年
草
案
は
一
九
一
九
年
草
案
と
比
べ
て
死
刑
の
完
全
な
塵
止

へ
の
歩
み
を
進
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
み
頃
の
文
献
か
ら
目
ぼ
し
い
も
の
を
拾
つ
て
み
る
と
、
一
九
二
五
年
草
案



第八表　國民會議・第二議會の政裳分布

政　　黛　名 國民會議 第二議會

ナチス裳 0 32

ドィツ國灌黛 44 95

ドィツ國民黛 19 45

経　濟　　窯 4 10

小　會　派 3 19

バイエルン
國　民　黛 0 16

中　央　　窯 91 65

ドィツ民主黛 75 28

杜會民主蕪 165 100

濁立民主窯 22 0
共　産　黛 0 62

議席総数 423 472

批
到
と
い
う
形

で
エ
ベ
ル
ハ
ル

ト
・
シ
ユ
ミ
ッ

ト
が
「
誠
に
遺

憾
な
後
退
で
あ

る
」
と
膏
目
つ
て

代
替
刑
を
論

じ
、
リ
リ
エ
ソ

タ
ー
ル
は
死
刑

の
威
嚇
力
と
必

要
性
を
雫
い
つ

つ
も
、
現
在
の
如
く
人
心
が
荒
慶
し
て
人
命
を
輕
親
す
る
時
に
死
刑
を
慶
止
す

る
の
は
不
適
當
だ
と
し
て
い
る
が
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
共
和
國

保
護
の
た
め
の
法
令
」
を
例
に
と
つ
て
死
刑
の
不
可
敏
性
を
説
い
た
。
ヒ
ッ
ペ

ル
も
こ
れ
と
同
じ
立
場
に
立
つ
て
い
た
が
、
リ
ー
プ
マ
ソ
は
こ
こ
で
も
魔
止
論

者
と
し
て
の
強
力
な
論
陣
を
張
つ
た
。
彼
の
彊
昧
は
、
死
刑
を
慶
止
し
た
國
の

資
料
を
整
富
に
騙
使
し
た
馳
に
あ
る
。

　
こ
の
時
代
に
は
、
ナ
チ
ス
蕪
の
勢
力
は
漸
次
張
大
と
な
つ
て
來
た
。
そ
の
死

刑
に
封
す
る
彊
い
信
仰
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
「
我
が
闘
雫
」
の
中
に
執
拗
な
迄
に

主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
死
刑
の
適
用
領
域
を
軍
に
刑
法
上
の
犯
罪
に
と
ど

ま
ら
ず
、
む
し
ろ
政
治
犯
に
重
黙
を
移
し
て
い
る
と
い
う
黙
お
よ
び
そ
の
政
治

犯
に
い
ろ
い
ろ
な
名
目
を
つ
け
て
壇
や
し
た
と
こ
ろ
に
重
大
な
意
昧
が
あ
る
。

　
祉
會
民
主
窯
の
裳
大
會
は
一
九
二
五
年
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
行
わ
れ
た
。
こ

こ
で
探
澤
さ
れ
た
綱
領
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
カ
で
生
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

死
刑
慶
止
の
歴
史

こ
こ
で
は
「
鷹
報
の
原
理
を
個
人
の
教
育
と
肚
會
の
保
護
に
よ
つ
て
置
き
換
え

る
こ
と
」
と
並
ん
で
「
死
刑
の
塵
止
」
が
う
た
わ
れ
、
大
會
議
長
の
A
・
ゼ
ソ

ガ
ー
は
「
死
刑
は
刑
罰
の
執
行
か
ら
明
ら
か
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
犯
罪
學
的
に
い
え
ば
死
刑
の
威
嚇
と
執
行
は
意
味
が
な
く
、
刑
事
政
策
的

に
は
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
は
二
〇
世
紀
に
と
つ
て
恥
辱
で
あ
る
」
と
説
明
し

た
が
、
こ
れ
は
例
の
「
共
和
國
保
護
の
た
め
の
政
令
」
が
護
効
し
て
聞
も
な
い

時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
一
寸
奇
異
で
あ
る
。

　
一
九
二
七
年
に
第
四
次
マ
ル
ク
ス
内
閣
の
手
で
刑
法
草
案
が
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
内
閣
に
は
杜
會
民
主
窯
の
閣
僚
は
い
な
か
つ
た
。
草
案
の
内
容
は
一
九
二

五
年
と
同
じ
で
あ
つ
た
。

　
死
刑
問
題
に
封
し
て
學
界
は
二
つ
に
割
れ
た
。
印
ち
國
際
刑
法
協
會
の
會
員

は
死
刑
駿
止
に
指
導
的
な
役
割
を
持
ち
、
ド
イ
ッ
刑
法
協
會
は
死
刑
存
置
の
側

で
重
大
な
地
位
を
占
め
た
。

　
國
際
刑
法
協
會
ド
イ
ッ
部
會
の
第
二
二
次
大
會
は
一
九
二
七
年
カ
ー
ル
ス
ル

ー
エ
で
行
わ
れ
、
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
、
ラ
：
ト
ブ
ル
ッ
フ
、
リ
㌧
フ
マ
ソ
お
よ

び
ロ
ー
ゼ
ソ
フ
ェ
ル
ト
が
こ
れ
に
封
し
て
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。
コ
ー
ル
ラ

ゥ
シ
ュ
は
「
死
刑
は
高
次
の
政
策
と
い
う
場
」
で
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

こ
の
會
議
で
論
ず
る
こ
と
を
や
め
る
よ
う
に
提
案
し
た
の
に
封
し
、
ラ
ー
ト
ブ

ル
ッ
フ
は
こ
れ
を
良
心
の
問
題
だ
と
い
い
、
こ
の
問
題
こ
そ
刑
法
典
の
蓮
命
に

か
か
つ
て
い
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
政
窯
は
眞
創
に
と
り
組
ま
ね
ば

な
ら
な
い
と
言
つ
た
。

　
一
九
二
七
年
に
刑
法
草
案
が
出
る
と
、
法
曹
會
の
有
志
は
「
死
刑
駿
止
に
關

す
る
聯
邦
議
會
へ
の
請
願
」
を
公
に
し
た
。
即
ち

「
以
下
に
署
名
す
る
法
律
家
は
、
防
衡
、
改
善
、
保
安
の
庭
分
を
浦
足
を
以
つ

四
一

（
一
一
六
九
）



死
刑
嚢
止
の
墨
史

て
了
承
し
た
。
新
刑
法
草
案
は
こ
れ
ら
庭
分
に
よ
つ
て
犯
罪
原
因
と
闘
う
こ
と

を
試
み
、
行
爲
に
封
し
効
果
な
く
鷹
報
を
行
う
代
り
に
、
行
爲
者
に
封
す
る
勤

策
を
行
う
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
近
代
的
立
法
作
品
の
精
神
に
著
し
～
、
矛
盾
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
優

値
多
い
共
働
の
中
で
準
備
さ
れ
た
、
聯
邦
諸
邦
の
法
共
同
騰
の
成
立
を
甚
し
く

危
陰
に
ひ
ん
せ
し
め
る
死
刑
の
存
置
を
、
我
々
は
深
く
悲
し
む
も
の
で
あ
る
。

　
死
刑
は
そ
れ
を
公
に
執
行
す
る
場
合
は
そ
の
威
嚇
の
目
的
を
す
ら
、
決
し
て

瀟
た
さ
ず
、
増
大
す
る
民
衆
の
啓
蒙
と
相
侯
つ
て
一
般
的
法
感
情
は
次
第
に
明

白
に
死
刑
か
ら
離
れ
、
し
か
も
吐
會
は
自
ら
を
保
護
す
る
た
め
に
こ
の
粗
野
な
、

從
つ
て
世
の
中
を
粗
野
に
す
る
刑
罰
手
段
を
必
要
と
せ
ず
、
し
か
も
、
た
と
え

最
良
の
裁
判
と
い
え
ど
も
司
法
上
の
誤
謬
を
排
除
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
故

に
、
我
々
は
死
刑
の
騒
止
を
ド
イ
ッ
聯
邦
議
會
に
要
求
す
る
。
」

　
こ
の
請
願
に
署
名
し
た
の
は
、
フ
ロ
イ
デ
ソ
タ
ー
ル
、
コ
ザ
ッ
ク
、
ゴ
ー
ル

ド
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
ブ
、
E
・
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
、
ジ
ソ
ツ
ハ
イ
マ
ー
、

シ
ョ
ム
巨
を
は
じ
め
、
後
に
加
わ
つ
た
ア
シ
ァ
フ
ェ
ソ
ブ
ル
ク
、
カ
ン
ト
律
ビ

ッ
ツ
、
エ
リ
ー
ク
・
ボ
ル
フ
等
を
含
め
て
、
四
二
四
名
以
上
の
理
論
家
、
實
務

家
を
籔
え
た
。

他
方
、
ド
イ
ッ
刑
法
協
會
に
驕
す
る
メ
ッ
ガ
ー
は
死
刑
存
置
論
者
と
し
て
登

場
し
た
。
彼
は
死
刑
の
絶
封
的
適
用
を
刑
事
學
の
脛
験
と
矛
盾
す
る
勲
は
認
め

て
い
る
が
、
こ
の
威
嚇
力
を
肯
定
し
、
「
共
和
國
保
護
の
た
め
の
法
令
」
を
み

て
も
わ
か
る
通
り
、
死
刑
塵
止
論
者
で
あ
る
吐
會
民
主
窯
も
、
死
刑
の
効
力
が

あ
る
こ
と
は
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
と
し
た
。

　
こ
の
時
期
に
は
、
エ
ッ
ク
ス
ナ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
シ
ッ
ケ
ル
ト
、
フ
レ
。

ー
デ
、
ハ
イ
ン
ド
ル
、
テ
ッ
ベ
ン
等
が
、
實
謹
的
研
究
の
成
果
を
用
い
て
こ
の

四
二

（
一
　
七
〇
）

問
題
と
と
り
組
ん
だ
こ
と
ば
注
目
を
ひ
く
。

　
一
九
二
八
年
秋
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ヅ
フ
は
、
死
刑
駿
止
論
の
有
力
な
論
客
リ
ー

プ
マ
ソ
の
死
に
當
つ
て
、
間
も
な
く
ド
イ
ッ
刑
法
か
ら
死
刑
が
滑
え
る
こ
と
を

豫
言
し
、
こ
れ
に
封
す
る
功
績
は
リ
㌧
フ
マ
ソ
よ
り
大
な
る
も
の
は
な
い
と
言

つ
た
。
彼
の
獲
言
が
全
然
根
撮
の
な
い
も
の
で
な
か
つ
た
こ
と
は
、
一
九
二
八

年
五
月
二
〇
日
の
選
撃
で
、
吐
會
民
主
窯
の
得
票
が
延
び
て
來
た
こ
と
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
（
第
九
表
滲
照
）
。
　
一
九
二
八
年
六
月
二
〇
日
に
吐
會
民
主
裳
政

府
が
樹
立
さ
れ
、
司
法
大
臣
に
は
ド
イ
ッ
民
主
窯
の
コ
ッ
ホ
・
ウ
ェ
ー
ザ
ー
が

就
任
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
六
月
一
三
日
に
、
死
刑
魔
止
法
案
が
今
度
は
ド
イ
ツ

民
主
蕪
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
。
二
の
法
案
は
、
刑
法
典
中
の
死
刑
の
み
を
除

く
こ
と
を
規
定
し
て
あ
つ
た
が
、
そ
の
翌
日
吐
會
民
主
窯
か
ら
提
出
さ
れ
た
草

案
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
の
死
刑
を
魔
止
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
た
。

第九表　第三・第四議會政蕪分布

政　　　黛　　　名
1924．12．

丁第　三
議　　會

1928．5．20

第　　四
議　　會

12

鳴
4
5
2
3
2
8
1
6
6
2

14

103

51

17

12

19

69

黛
黛
黛
黛
派

　
穫
民

ス

　
國
國

　
　
　
　
濟
會

チ
ッ
ツ

　
イ
　
イ

ナ
ド
ド
経
小
バイエルン國民窯

中央黛 25

153

54

32

31

妬

　
1

蕪
黛
黛

主
主

民
　
民
産

ツ

　
會

イ

ド
肚
共

491493数総席議

　
こ
の
法
案
を

麦
持
す
る
も
の

は
、
共
産
窯
を

含
め
て
、
全
議

席
の
四
七
％
で

あ
つ
た
か
ら
、

第
四
窯
の
ド
イ

ツ
國
民
窯
の
態

度
に
法
案
の
蓮

命
は
か
か
つ
て

い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、

こ
こ
に
實
に
驚



く
べ
き
事
態
が
起
つ
た
。
そ
れ
は
當
時
八
○
議
に
な
り
、
二
〇
年
こ
の
方
死
刑

存
置
論
の
彊
力
な
論
客
で
ド
イ
ッ
國
民
窯
の
カ
ー
ル
が
、
死
刑
駿
止
の
時
期
が

來
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
に
よ
れ
ば
三
つ
の
事
情
か
ら
言
え
る
こ

と
で
あ
つ
た
。

　
①
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
一
九
二
〇
年
一
〇
月
一
日
の
憲
法
が
死
刑
を
魔
止
し

た
。
②
法
學
者
、
司
法
官
、
辮
護
士
が
繰
り
返
え
し
死
刑
塵
止
の
意
見
を
表
明

し
て
い
る
。
③
諸
邦
で
死
刑
判
決
の
執
行
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
事
實
上
死

刑
は
慶
止
さ
れ
、
司
法
大
臣
の
渤
告
に
よ
つ
て
諸
邦
は
死
刑
到
決
に
統
一
的
同

等
的
な
恩
赦
を
行
つ
て
い
る
、
と
い
う
三
黙
が
論
擦
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
カ
ー
ル
は
更
に
「
殺
人
に
よ
つ
て
終
身
懲
役
の
宣
告
を
受
け
た

者
は
、
恩
赦
の
場
合
に
保
安
監
置
に
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
被
監
置
者
を
羅

放
す
る
こ
と
は
、
公
共
の
安
全
に
危
陰
の
な
い
場
合
に
限
つ
て
裁
判
所
が
こ
れ

を
命
ず
る
」
と
い
う
提
案
も
併
せ
て
提
出
し
た
の
で
、
塵
止
論
者
迄
力
ー
ル
に

反
封
し
た
。
か
く
て
吐
會
民
主
裳
は
一
歩
を
譲
ら
な
か
つ
た
た
め
に
、
死
刑
塵

止
が
可
能
で
あ
つ
た
最
後
の
好
機
會
を
失
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
三
年
迄
が
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
議
會
制
度
の
輝
や

け
る
絹
頂
期
で
あ
つ
た
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
死
刑
塵
止
論
者
は
、
統
計
的
資

料
を
用
い
て
「
殺
人
犯
罪
は
死
刑
の
宣
告
、
執
行
並
び
に
そ
の
規
定
と
は
關
係

な
く
犯
さ
れ
、
殺
人
に
封
す
る
死
刑
の
威
嚇
力
が
な
い
」
こ
と
を
力
読
し
た
。

　
し
か
し
議
會
の
勢
力
は
、
死
刑
塵
止
論
者
に
は
全
く
不
利
で
あ
つ
た
。
ナ
チ

の
勢
力
が
次
第
に
籏
大
し
、
吐
會
主
義
政
鴬
、
共
産
主
義
政
裳
は
次
第
に
議
席

を
失
う
に
至
つ
た
。

　
他
方
、
國
際
刑
法
協
會
の
態
度
は
、
　
一
九
三
一
年
五
月
、
エ
ッ
セ
ソ
で
開
か

れ
た
第
二
四
同
大
會
決
議
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
今
日
の
刑
事
學
的

死
刑
慶
止
の
歴
史

要
請
に
從
つ
て
公
共
に
危
瞼
を
及
ぼ
す
犯
罪
と
い
う
、
非
常
に
重
大
な
形
式
に

封
し
て
國
家
お
よ
び
枇
會
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
不
定
期
刑
の
宣
告
と
保
安

監
置
が
必
要
な
庭
置
で
あ
る
。
死
刑
は
必
要
な
い
…
：
」
と
宣
言
さ
れ
、
多
籔

の
學
者
實
務
家
の
署
名
を
得
た
。
し
か
L
こ
れ
が
死
刑
に
封
す
る
こ
の
協
會
の

最
後
の
公
式
的
態
度
で
あ
つ
た
。
と
い
う
わ
け
は
一
九
三
二
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
で
開
か
れ
た
ド
イ
ツ
部
會
で
は
、
グ
ラ
イ
ス
パ
ッ
ハ
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン

等
の
ナ
チ
ス
の
學
者
が
活
躍
を
始
め
た
の
で
あ
つ
た
か
ら
。

　
一
方
、
こ
の
當
時
の
文
献
の
中
か
ら
目
ぼ
し
い
も
の
を
み
る
と
、
相
攣
ら
ず

ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
教
育
刑
理
論
か
ら
死
刑
の
間
題
と
到
決
を
し
て
い
る
し
、

E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
イ
タ
リ
ア
、
ロ
シ
ア
の
爾
國
の
立
法
を
蛆
上
に
あ
げ
、
灌

威
主
義
的
國
家
で
の
死
刑
を
痛
烈
に
批
到
し
た
。
し
か
し
こ
の
爾
者
に
ま
し
て

高
く
許
贋
さ
れ
た
の
は
、
　
ハ
ン
ス
・
v
・
ヘ
ン
テ
ィ
ッ
ヒ
と
ゲ
ン
ナ
ー
ト
の
研

究
で
あ
つ
た
。
ヘ
ン
テ
ィ
ッ
ヒ
は
、
そ
の
詳
細
な
研
究
に
よ
つ
て
、
殺
人
者
に

は
非
常
に
多
く
の
精
紳
病
者
と
自
殺
者
の
籔
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
、
死
刑
と
い
う
も
の
が
殺
人
に
何
等
威
嚇
力
を
持
た
な
い
こ
と
を
力
説
し

た
。
こ
の
立
場
に
、
よ
り
豊
富
な
資
料
で
根
擦
を
與
え
た
の
は
ゲ
ン
ナ
ー
ト
で

あ
る
。
彼
は
、
殺
人
と
自
殺
と
の
關
係
を
第
十
表
の
如
く
表
示
し
た
。
（
私
見

に
よ
れ
ば
、
自
ら
死
を
選
ん
だ
動
機
を
細
か
く
調
べ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
。
．
何
故
な
ら
、
死
刑
を
意
識
し
た
か
ら
こ
そ
自
ら
死
を
選
ん
だ
と
言
う
こ
と

が
出
來
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
）

　
こ
の
時
、
ち
よ
う
ど
イ
ギ
リ
ス
で
．
．
菊
藷
6
昌
⇒
o
ヨ
θ
げ
Φ
OQ
①
一
①
9
0
0
目
－

琶
律
ε
①
o
昌
O
薯
詳
巴
b
q
巳
o
・
げ
臼
Φ
暮
、
、
が
公
刊
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
は
も
と

よ
り
外
國
の
諸
家
の
意
見
や
議
會
で
の
鐙
言
が
提
示
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
報
告

は
そ
の
中
で
イ
ギ
リ
ス
の
資
料
に
基
づ
き
、
五
年
間
試
験
的
に
死
刑
塵
止
を
す

四
三
　

（
一
一
七
一
）



（原著の合計の一部を訂正）第十表　犯罪と自殺の相關

死
刑
駿
止
の
歴
史

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

犯罪 自殺 犯自 犯 自 犯 自 犯 自 犯 自 犯1自

謀　　　　　　殺 38 25 38 24 40 19 32 14 45 28 54 31 40 12

”　未　　　途 54 18
321

7 22 6 13 ユ 25 3 25 15 1

故　　　　　　殺 19 15 10 12 15 12 9 1

〃　未　　　途 17 8 8 8 5 3 4

傷　害　致　死 26 28 32 33 32 25 24

希　求　殺　人 2 2 1 1 5 3

嬰　　見　　　殺 45 63 59 35 36 22 18

堕　胎　致　死 31 63 104 107 101 72 53

過　失　殺　人 92 135 135 119 96 97 92

合　　　　　　計
324145 383 3・14・・125359・513551　13・13・・ 3・126・1

17

四
四

（
一
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二
）

る
こ
と
を
提
案
し
た
。
ド
イ
ツ
の
學
界
が
こ
れ
を
高
く
許
債
し
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

　
他
方
、
死
刑
存
置
論
者
の
攻
撃
も
激
し
か
つ
た
。
殊
に
、
ナ
チ
の
學
者
ニ
コ

ラ
イ
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
等
は
、
國
家
秩
序
の
維
持
、
國
家
と
相
容
れ
な
い
存

在
の
騙
除
を
死
刑
の
役
割
と
し
た
。
’

　
か
く
し
て
ド
イ
ッ
の
血
に
ぬ
れ
た
歴
史
が
始
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
は

”
詩
大
（
∪
ざ
騨
霞
）
と
思
想
家
（
U
①
冒
冨
肖
γ
　
の
國
で
は
な
く
、
“
裁
到
官

（
困
o
窪
角
）
と
死
刑
執
行
吏
（
に
Φ
ー
貯
曾
）
”
の
國
と
な
つ
た
。

繭
O

　
ナ
チ
ス
時
代
に
お
け
る
死
刑
問
題
の
取
扱
い
（
一
八
六
頁
ー
二
二
四
頁
）

　
基
本
法
審
議
評
議
委
員
會
で
、
死
刑
塵
止
の
規
定
を
基
本
法
中
に
探
用
す
る

に
つ
い
て
は
、
一
九
三
三
年
以
前
の
こ
の
問
題
に
封
す
る
各
種
の
努
力
か
ら
多

く
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
つ
た
が
、
し
か
し
主
と
し
て
は
、

一
二
年
間
に
亙
る
ナ
チ
ス
の
治
下
で
、
か
つ
て
み
な
か
つ
た
恐
る
べ
き
量
の
死

刑
の
宣
告
、
殊
に
そ
の
執
行
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
封
す
る
反
鍛
が
強
か
つ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
當
時
の
論
調
を
あ
げ
、
併
せ
て
死
刑
の
濫
用
を
籔
示

し
て
み
る
。

　
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
死
刑
に
封
す
る
考
え
を
端
的
に
表
わ
し
た
言
葉
に
民
族
國
家

は
「
改
善
不
能
な
不
具
者
を
抹
殺
す
る
た
め
に
は
勇
氣
を
持
ち
、
残
忍
に
、
思

い
や
り
を
す
る
こ
と
な
く
、
役
に
立
た
な
い
技
を
と
り
彿
い
、
難
草
を
ひ
き
む
し

る
で
あ
ろ
う
。
…
…
そ
の
他
私
の
立
場
は
、
些
細
な
窃
盗
を
絞
首
に
庭
し
て
大

き
な
賊
を
逃
す
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
一
一
月
叛
飢
（
2
0
〈
Φ
5
ぴ
Φ
寒
①
昌
暮
）

の
時
に
、
組
織
化
さ
れ
た
犯
人
、
お
よ
び
そ
れ
に
責
任
を
有
す
る
犯
人
、
更
に



は
こ
れ
に
属
す
る
犯
人
の
轍
萬
を
有
罪
宣
告
し
か
つ
庭
刑
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
た
國
民
裁
到
所
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
…
…
」
と
言
つ
て
い
る
。

　
ナ
チ
ス
の
御
用
學
者
は
こ
の
言
葉
に
從
つ
て
死
刑
問
題
に
封
庭
し
た
の
で
あ

つ
た
。
ナ
チ
ス
が
政
権
を
奪
取
し
て
間
も
な
く
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
司
法
大
臣
ケ

ル
ル
は
「
ナ
チ
ス
國
家
に
と
つ
て
死
刑
の
存
置
は
輩
に
“
疑
問
の
飴
地
が
な
い
”

ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
現
行
法
に
封
し
て
そ
の
適
用
領
域
を
擾
張
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
切
つ
た
。
ギ
、
ユ
ル
ト
ナ
ー
に
よ
れ
ば
「
犯
罪
の

堰
加
と
〃
刑
事
裁
到
の
破
産
〃
は
そ
の
原
因
を
ひ
と
え
に
厚
弛
緩
し
た
恩
赦
の

實
際
”
に
持
つ
て
い
る
」
と
し
た
。

　
一
九
二
六
年
に
自
分
が
初
め
て
う
ち
出
し
た
「
民
族
に
必
要
な
も
の
が
法
で

あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
基
に
し
て
、
國
務
大
臣
フ
ラ
ン
ク
は
民
族
全
醗
と
い

う
も
の
を
法
思
惟
の
中
心
黙
に
置
い
た
。
「
全
ド
イ
ッ
に
再
び
導
入
さ
れ
た
死

刑
の
執
行
が
明
ら
か
に
認
め
し
め
る
こ
と
は
、
ナ
チ
ス
國
家
は
彊
固
な
拳
固
を

用
い
て
民
族
國
家
の
害
轟
を
除
去
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
の
が
そ
の
露
結

で
あ
つ
た
。

　
か
く
て
、
一
九
三
〇
年
草
案
で
は
殺
人
の
み
が
死
刑
に
値
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
た
の
に
、
ナ
チ
ス
膣
制
の
下
で
創
ら
れ
た
法
草
案
は
、
多
く
は
政
治
犯
の

色
彩
を
も
つ
た
多
籔
の
犯
罪
に
死
刑
を
科
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
例
え
ば
、

ド
イ
ッ
國
の
主
権
、
ド
イ
ッ
民
族
の
根
本
秩
序
、
ド
イ
ッ
民
族
の
絡
統
に
封
す

る
叛
撞
、
國
家
機
密
の
漏
洩
を
始
め
と
し
て
、
洪
水
を
惹
起
す
る
行
爲
、
飲
料

永
に
毒
物
を
混
入
す
る
行
爲
、
殺
姦
致
死
、
強
盗
殺
人
等
二
〇
以
上
に
の
ぼ
つ

た
。　

事
態
は
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
が
フ
ラ
ン
ク
の
テ
ー
ゼ
を
修
正
し
て
「
法
と
総
統
の

意
思
と
は
一
つ
で
あ
る
　
と
し
て
か
ら
は
一
攣
し
て
、
死
刑
の
問
題
を
支
配
し

死
刑
曖
止
の
歴
史

た
の
は
、
實
に
「
総
統
の
意
思
で
あ
る
法
」
と
い
う
恐
ろ
し
い
様
相
を
呈
す
る

に
至
つ
た
。
か
く
て
、
こ
の
新
た
に
生
れ
た
死
刑
の
基
準
は
、
明
確
に
規
定
さ

れ
た
實
定
法
規
定
で
も
、
法
律
の
根
本
思
想
で
も
、
健
全
な
る
國
民
感
情
で
も

な
く
て
、
総
統
の
軍
な
る
意
思
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
、
ざ
つ
く
ば
ら
ん
に
言
い
放
つ
た
「
職
時
で
は
、
到

決
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
は
問
題
で
は
な
い
。
間
題
と
な
る
の
は
そ
の
到

断
の
合
目
性
の
馳
だ
け
で
あ
る
。
司
法
の
目
的
は
、
第
一
に
は
鷹
報
で
な
く
、

ま
し
て
改
善
で
は
な
い
、
國
家
の
維
持
な
の
だ
。
だ
か
ら
實
定
法
か
ら
出
稜
し

て
は
な
ら
ず
、
こ
の
男
は
清
え
て
な
く
な
れ
と
い
う
決
漸
か
ら
出
畿
す
べ
き

だ
。
」

　
こ
の
よ
う
な
爲
政
者
の
た
め
に
活
躍
し
た
學
者
と
し
て
は
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ

イ
ソ
と
ダ
ー
ム
が
上
げ
ら
れ
る
。
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
れ
迄
の
死
刑
慶

止
論
を
「
文
化
敗
北
主
義
」
と
し
、
教
育
刑
思
想
に
封
し
て
は
刑
罰
と
い
う
害

悪
を
人
道
主
義
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
を
ゆ
ゆ
し
き
態
度
と
き
め
つ
け
て
、

権
威
主
義
刑
法
で
は
個
人
の
利
釜
に
封
し
國
家
お
よ
び
國
家
の
中
に
化
膣
し
た

傳
統
的
贋
値
の
優
位
が
現
わ
れ
、
個
人
に
封
す
る
國
家
の
絶
封
的
優
位
性
と
い

う
理
念
が
死
刑
の
中
に
明
白
に
現
わ
れ
て
い
る
、
と
す
る
。

　
ダ
ー
ム
の
主
張
も
こ
れ
と
劣
ら
な
い
。
し
か
し
内
容
的
に
は
同
じ
よ
う
な
熱

狂
的
調
子
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
を
理
論
的
支
柱
と
し
な
い
學
者
の
中
で
は
、
ヘ

　
　
　
　
　
　
ダ

ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
、
ザ
ウ
ア
ー
、
メ
ッ
ガ
ー
等
も
死
刑
存
置
を
主
張
し
、

エ
リ
ー
ク
・
ボ
ル
フ
も
か
つ
て
國
際
刑
法
協
會
の
會
員
と
し
て
死
刑
塵
止
の
決

議
に
署
名
を
し
て
い
た
の
に
、
こ
こ
で
は
「
死
刑
は
全
農
主
義
國
家
に
お
い
て

は
個
人
に
封
す
る
全
豊
の
麦
配
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
死
刑
の
威
嚇
力
と
保
安
の

作
用
を
他
の
方
法
で
達
す
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
國
家
に
封
す
る
こ

四
五
　
　
（
一
一
七
三
）



死
刑
慶
止
の
歴
史

の
原
則
的
な
見
解
か
ら
考
え
る
と
、
意
味
が
な
い
」
と
主
張
す
る
始
末
で
あ
つ

た
。

　
そ
し
て
、
、
・
・
ユ
ソ
ヘ
ソ
大
學
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
學
教
授
ワ
ル
タ
ー
が
死
刑
に

蜀
す
る
積
極
的
肯
定
的
な
論
文
「
オ
イ
タ
ナ
ジ
ー
と
生
命
の
神
聖
性
」
の
中
で

人
間
生
命
の
不
可
侵
性
を
人
間
人
格
の
尊
嚴
に
お
い
て
基
礎
づ
け
つ
つ
も
、
犯

罪
者
は
彼
の
不
正
な
行
爲
で
自
己
の
奪
嚴
を
拗
棄
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
死
刑
は
肯
定
せ
ら
れ
る
、
と
し
た
の
と
呼
懸
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
學
者
、

聖
職
者
、
婦
人
團
鐙
等
よ
り
成
る
カ
リ
タ
ス
聯
盟
は
、
ド
イ
ッ
刑
法
の
新
し
い

形
成
に
つ
い
て
次
の
如
く
言
つ
た
。
「
死
刑
存
綾
の
問
題
は
、
も
は
や
當
面
の

問
題
で
は
な
く
な
つ
た
」
と
。
こ
こ
で
は
死
刑
存
置
に
疑
間
の
飴
地
が
な
い
こ

と
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
軍
刑
法
で
死
刑
を
擁
大
せ
よ
と
い
う
要
講
は
、
改
め
て
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
こ
の
時
代
に
、
死
刑
存
置
を
わ
ず
か
に
主
張
す
る
者
が
あ
つ
た
。
ラ
ー
ト
ブ

ル
ッ
フ
、
ア
シ
ァ
フ
ェ
ソ
ブ
ル
ク
と
並
ん
で
、
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
ヒ
が
フ
ォ
ィ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
例
を
ひ
き
な
が
ら
死
刑
に
反
封
し
、
バ
ッ
セ
ン
ゲ
は
死
刑
を
“
幻
費
”

で
あ
り
許
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
、
全
豊
の
存
在
が
賭
さ
れ
る
よ
う
な
正
當
防
衡

の
場
合
に
限
，
つ
て
許
さ
れ
る
と
し
た
が
、
マ
ル
ク
ス
は
ダ
ー
ム
の
“
灌
威
國
家
”

を
、
“
す
で
に
克
服
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
ミ
イ
ラ
と
な
つ
た
古
典
主
義
者
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
”
だ
と
き
め
つ
け
た
q

　
し
か
し
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
教
授
の
職
を
去
つ
て
か
ら
、
次
第
に
死
刑
慶
止

論
者
は
姿
を
清
し
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
死
刑
の
存
置
は
、
「
も
は
や
解
問
題
”

で
は
な
く
、
“
自
明
の
理
”
」
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
軍
刑
法
に
お
け
る
死
刑
　
　
第
一
改
大
職
と
比
べ
る
と
、
第
二
次
大
戦
に
お

四
六

（
一
　
七
四
）

い
て
國
防
軍
々
人
の
死
刑
の
数
は
、
前
者
の
一
〇
〇
倍
に
達
し
て
い
る
。
こ
の

驚
く
べ
き
数
の
差
異
は
、
権
力
を
握
つ
て
か
ら
後
に
、
ナ
チ
ス
が
如
何
に
死
刑

を
こ
の
種
犯
罪
に
飢
用
し
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
ヒ
ッ
ト
ラ
！
は

戦
孚
で
浮
き
足
し
立
つ
た
新
兵
は
、
禁
鋼
で
は
な
く
死
刑
を
以
つ
て
威
嚇
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
デ
ィ
；
ツ
は
、
死
罰
を
緩
和
す
る
の
で
は
な
く
、
嚴

格
に
す
る
こ
と
を
宴
求
し
、
危
瞼
な
時
に
國
家
に
不
忠
誠
な
者
は
害
巖
で
あ

り
、
生
存
す
る
権
利
を
失
い
、
簡
輩
な
裁
到
が
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
し
て

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
奉
仕
し
た
。

　
こ
の
論
者
は
、
第
一
次
大
職
中
に
軍
刑
法
で
死
刑
に
庭
せ
ら
れ
た
籔
が
少
な

か
つ
た
こ
と
を
「
軍
事
裁
到
の
弱
さ
」
と
言
つ
た
。
そ
の
籔
を
表
示
す
ゐ
と
次

の
第
十
一
表
の
通
り
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
軍
除
で
死
刑
は
一
五
〇
が
宣
告
、
そ
の

中
四
八
人
が
庭
刑
さ
れ
た
。

第十一表　第一数大職における死刑適用

犯　　　　　　罪
死　　　　　　　刑

宣　　告 虎　　刑

服　從　拒　否

敵　前　逃　亡

脱　　　　　　走

叛　　　　　　鼠

上官に封する殺害

殺　　　　　　人

25

49

2798

32

4
1
8
1
0
2
3
n

総　　　　　　敷 150 48

イ
ギ
リ
ス
軍
隊
で
三
〇
八
○
人
が
宣
告
さ
れ
三
四

　
　
　
　
　
　
　
　
六
人
が
執
行
さ
れ
、
そ
の
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
種
で
一
番
多
い
の
は
二
六
六

　
　
　
　
　
　
　
　
人
が
敵
前
逃
亡
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
軍
隊
で
は
庭
刑
藪

　
　
　
　
　
　
　
　
は
一
六
〇
〇
名
に
上
り
、
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
タ
リ
ア
で
は
一
九
一
七
年
以

　
　
　
　
　
　
　
　
降
一
日
に
少
く
と
も
一
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
兵
隊
が
死
刑
を
執
行
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ァ
・
ハ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
リ
ー
の
軍
除
で
は
そ
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
時
を
通
じ
て
厚
野
戦
印
決
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
判
”
だ
け
で
も
、
七
五
四
人

　
　
　
　
　
　
　
　
が
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
七
三



七
人
が
露
刑
さ
れ
た
。

　
こ
の
事
實
を
み
て
も
、
ド
イ
ッ
の
軍
事
裁
判
が
第
一
次
大
職
営
時
は
、
ま
だ

良
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
軍
事
裁

判
の
弱
さ
」
が
非
難
さ
れ
、
職
場
に
お
け
る
箪
な
る
逃
走
の
場
合
に
も
原
則
と

し
て
死
刑
を
科
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
榮
光
あ

る
軍
隊
の
精
紳
を
高
揚
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
叫
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
ー
し
か

し
こ
の
よ
う
な
ナ
チ
の
灌
力
者
の
死
刑
塵
止
へ
の
努
力
お
よ
び
民
間
お
よ
び
軍

事
裁
到
所
に
お
け
る
死
刑
適
用
範
園
の
掻
張
へ
の
努
力
は
あ
ま
り
抵
抗
さ
れ
な

か
つ
た
し
、
ド
イ
ッ
の
刑
法
學
者
の
駆
倒
的
多
籔
か
ら
是
認
さ
れ
る
ど
こ
ろ

か
、
促
さ
れ
た
と
い
う
事
實
は
何
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
し
か
し
、
若
し

彼
等
が
後
に
な
つ
て
如
何
に
多
く
の
死
刑
が
無
滲
に
も
實
現
さ
れ
た
か
を
豫
測

し
て
い
た
と
し
た
ら
、
死
刑
の
適
用
に
封
し
て
今
少
し
蓮
つ
た
態
度
を
と
つ
て

い
た
の
で
ば
な
か
つ
た
ろ
う
か
P

　
ナ
チ
の
立
法
に
よ
る
死
刑
適
用
領
域
の
擾
張
　
　
政
灌
を
奪
取
し
て
四
週
間

後
に
ゲ
共
産
主
義
者
の
、
國
家
に
封
す
る
危
瞼
な
暴
力
行
爲
”
に
封
し
て
襲
布

さ
れ
た
、
「
民
族
お
よ
び
國
家
保
護
の
た
め
の
法
令
」
は
、
こ
れ
迄
知
ら
れ
て

い
な
か
つ
た
程
の
範
園
で
死
刑
の
適
用
領
域
を
擾
大
し
た
。
更
に
同
日
護
布
さ

れ
た
「
ド
イ
ッ
民
族
に
封
す
る
叛
逆
お
よ
び
大
逆
的
陰
謀
に
封
す
る
法
令
」
、

一
九
三
三
年
三
月
一
二
日
の
「
國
民
高
揚
を
制
御
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
誰

計
的
な
侵
害
を
防
衛
す
る
た
め
の
法
令
」
等
が
死
刑
適
用
の
範
園
を
更
に
擾
大

し
た
。
一
九
三
四
年
に
は
、
死
刑
の
適
用
領
域
を
籏
げ
た
法
律
は
少
な
か
つ

た
。
一
九
三
五
年
に
は
、
刑
法
第
二
條
の
類
推
適
用
に
關
す
る
法
律
と
、
ユ
ダ

ヤ
人
お
よ
び
ド
イ
ッ
國
民
と
の
間
の
婚
姻
外
の
性
交
を
懲
役
刑
で
罰
す
る
法
律

を
作
つ
た
。

死
刑
慶
止
の
歴
史

　
一
九
三
六
年
は
叉
も
死
刑
適
用
の
範
園
が
増
大
し
た
。
経
濟
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ

禁
止
法
で
は
「
私
利
若
く
は
そ
の
他
の
低
劣
な
動
機
か
ら
故
意
叉
は
良
心
的
で

な
く
、
實
定
法
の
規
定
に
違
反
し
て
財
産
を
外
國
に
移
し
或
は
外
國
に
置
き
ざ

り
に
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
ド
イ
ッ
の
経
濟
に
重
大
な
損
害
を
加
え
た
者
は
、
死

刑
に
庭
す
。
」
と
規
定
し
た
。
一
九
三
七
年
は
、
死
刑
を
有
す
る
法
律
が
呵
つ

も
な
い
と
い
う
、
ナ
チ
の
治
下
で
唯
一
の
例
外
的
な
年
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ

の
年
に
は
、
ド
イ
ッ
の
統
計
が
始
ま
つ
て
以
來
最
高
の
一
〇
六
の
死
刑
の
執
行

が
な
さ
れ
た
。
一
九
三
八
年
に
は
、
彊
盗
の
目
的
で
行
わ
れ
た
、
自
動
車
標
識

の
設
置
行
爲
に
封
し
、
死
刑
が
遡
及
的
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
一
九

三
九
年
に
は
、
ヒ
ヅ
ト
ラ
ー
が
「
一
〇
〇
〇
〇
人
若
く
は
一
二
〇
〇
〇
人
の
民

族
の
叛
逆
者
、
妊
商
、
暴
利
得
者
、
な
ら
ず
者
等
（
塁
≦
）
を
時
宜
を
得
て
除

去
し
、
以
つ
て
磯
局
に
違
つ
た
麟
結
を
も
た
ら
し
た
い
」
と
い
う
意
見
を
述
べ

た
。
こ
の
年
に
は
、
外
國
の
ラ
ジ
オ
放
邊
を
言
い
ふ
ら
す
行
爲
、
職
時
纒
濟
を

飢
す
行
爲
、
燈
火
管
制
下
で
殺
人
や
財
物
犯
を
犯
し
た
行
爲
、
等
に
死
刑
が
科

せ
ら
れ
た
。

　
一
九
四
〇
年
は
、
職
雫
に
勝
利
を
占
め
て
い
た
時
期
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
、

新
し
く
作
ら
れ
た
軍
刑
法
の
外
に
は
、
金
属
物
同
牧
保
護
の
た
め
の
法
令
の

み
、
死
刑
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
一
九
四
一
年
に
は
、
軍
事
上
の
輔
攣
に
俘
つ

て
、
死
刑
の
課
さ
れ
た
法
令
が
増
加
し
て
い
つ
た
。
九
月
四
日
の
刑
法
一
部
改

正
法
で
は
、
危
瞼
な
慣
習
的
犯
罪
人
お
よ
び
風
俗
犯
人
に
死
刑
を
認
め
、
こ
の

年
に
は
ロ
シ
ア
に
向
け
て
出
兵
し
た
の
で
、
前
線
の
た
め
の
防
塞
具
供
出
の
保

護
の
た
め
の
法
令
で
も
死
刑
が
規
定
さ
れ
た
。

　
一
九
四
二
年
に
は
司
法
大
臣
の
特
別
委
任
に
關
し
て
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
布
告
が

出
た
。
「
大
ド
イ
ッ
國
の
使
命
を
充
た
す
た
め
に
は
、
彊
力
な
司
法
が
必
要
で

四
七
　
　
（
一
　
七
五
）



死
刑
慶
止
の
歴
史

あ
る
。
私
の
方
針
と
指
令
に
從
い
ナ
チ
ス
司
法
を
構
成
し
、
こ
れ
に
必
要
な
あ

ら
ゆ
る
露
分
を
行
う
こ
と
を
、
こ
こ
に
司
法
大
臣
に
委
任
す
る
。
司
法
大
臣
は

現
行
の
法
律
と
相
違
し
て
も
よ
い
」
。
司
法
大
臣
テ
ィ
エ
ラ
ッ
ク
の
行
つ
た
司

法
の
構
成
と
い
う
の
は
、
軍
に
ド
イ
ッ
法
律
史
上
か
つ
て
な
か
つ
た
死
刑
宣
告

籔
、
特
に
そ
の
庭
刑
籔
の
記
録
的
な
籔
値
の
み
な
ら
ず
、
實
定
法
上
の
刑
罰
規

定
の
漸
次
的
暦
加
が
そ
の
特
色
を
な
し
て
い
る
。
一
九
四
三
年
に
は
、
ド
イ
ツ

民
族
の
生
活
力
に
纏
績
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
、
堕
胎
行
爲
者
に
も
死
刑
を

科
し
た
。
そ
し
て
更
に
は
、
軍
隊
の
風
紀
を
害
す
る
如
き
行
爲
に
封
し
て
死
刑

が
科
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
四
四
年
に
は
、
戦
雫
途
行
に
封
し
重
大
な
不
利
釜
を
及
ぼ
し
叉
は
重
大

　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
む
　
　
じ

な
危
瞼
を
興
え
る
過
失
行
爲
に
封
し
て
も
、
死
刑
が
科
せ
ら
れ
た
。

　
一
九
四
五
年
に
戦
局
は
い
よ
い
よ
切
迫
し
て
來
た
。
こ
の
頃
の
法
令
は
ま
さ

に
四
分
五
裂
、
あ
ら
ゆ
る
行
爲
に
死
刑
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
つ
て
よ
い
程
、

で
あ
る
。
こ
の
立
法
者
（
？
）
の
態
度
を
み
る
と
、
自
分
の
無
理
を
押
し
通
す

　
　
　
　
し
　
　
ち
　
　
ち
　
　
う
　
　
セ

た
め
に
、
あ
る
と
信
じ
込
ん
で
い
る
死
刑
の
威
嚇
力
で
、
國
民
を
職
雫
に
か
り

立
て
て
い
た
感
が
あ
る
。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
最
後
の
一
般
命
令
は
一
九
四
五
年
四

月
一
六
日
に
護
せ
ら
れ
た
。
ヨ
汝
等
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
者
が
退
却
の
命

令
を
下
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
即
座
に
逮
捕
し
、
必
要
な
場
合
に
は
直
ち

に
殺
す
べ
し
」
。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
こ
の
最
後
の
捨
て
鉢
な
手
段
で
、
何
と
か

活
路
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
籔
の
死

刑
が
行
わ
れ
た
か
…
…
職
雫
の
悲
劇
を
か
ざ
る
に
は
鹸
り
に
も
悲
滲
な
幕
切
れ

で
あ
つ
た
。

　
こ
の
時
代
の
死
刑
使
用
籔
　
　
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
言
つ
た
。
「
死
刑
の
本
質

的
な
も
の
は
、
死
刑
が
現
實
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
の
み
存
す
る
」
と
。
こ
の

四
八
　
　
（
一
一
七
六
）

言
葉
こ
そ
、
ナ
チ
ス
の
死
刑
使
用
の
實
際
を
充
分
に
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
言

え
る
。

　
デ
ュ
ー
ジ
ソ
グ
の
騒
使
し
た
資
料
は
一
九
三
九
年
迄
は
完
全
な
形
で
と
と
の

え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
四
〇
年
か
ら
は
、
犯
罪
統
計
の
公
式
な
記
録
は
隠
さ

れ
て
し
ま
つ
た
。
か
く
て
著
者
は
、
個
々
の
統
計
、
官
聴
若
く
は
そ
の
他
の
信

ず
べ
き
報
告
に
基
づ
く
籔
字
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
爾
者
の
次
に
軍
事
法
廷

の
死
刑
到
決
を
あ
げ
、
三
部
よ
り
そ
の
恐
る
べ
き
量
の
庭
刑
籔
を
我
々
に
知
ら

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
・

　
①
一
九
三
九
年
迄
。
一
九
三
四
年
に
、
大
逆
、
叛
飢
そ
の
他
の
政
治
的
刑
事

事
件
を
扱
う
國
民
裁
到
所
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
到
決
も
共
に
表
示
す
る

と
、
こ
の
期
間
の
死
刑
到
決
籔
は
第
十
二
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
一
八
八
二
年
か
ら
一
九
三
二
年
迄
の
死
刑
宣
告
者
の
九
九
・
三
八
％
は
殺
人

で
あ
つ
た
が
、
一
九
三
三
年
以
後
、
重
鮎
は
次
第
に
他
の
犯
罪
、
特
に
政
治
犯

に
移
つ
た
。

庭
刑
籔
の
表
示
は
第
十
三
表
の
通
り
で
あ
る
。
從
來
は
一
九
二
〇
年
が
記
録

第十二表　1933年より1939年　的

　　までの死刑宣告数麓

　　　　　　　　刑　　　死刑宣告数の
年㌔薮聚タリ離
　　　　　／　　　た
・1933　78　一年
1934　102　4摂

　　　　　　　　がqA“F　　　　　　　　（∩　　　　　　　A　　　 、

一
九
三
三
年
に
は
そ
れ
を
二
倍
も
上
廻
つ
て
い

死刑宣告数
年　　衣

総数
國　民
裁判所

，1933 78
一

1934 102 4
1935 98 9
1936 76 10

1937 86 32

1938 85 17

1939 139 ？

1940 250 ？

る
。

　
②
一
九
四
五
年
迄
。

一
九
四
〇
年
以
後
に
は

公
式
的
な
統
計
籔
字
は

な
い
が
、
一
九
四
四
年

夏
、
ナ
チ
ス
黛
の
指
導

者
の
た
め
の
信
頼
し
得

る
通
報
の
中
で
司
法
大

臣
テ
ィ
エ
メ
が
公
表
し



第十三表　1928年より1939年

　　　　迄の死刑執行数

死　刑 執　行
年　　次

総　数
國　民
裁判所

1928 2
1929

一
1930 1
1931 4
1932 3
1933 64 一
1934 79 4
1935 94 8
1936 68 10

1937 106 28

1938 U7 16

1939 219

た
籔
字
は
、
一
九
四
〇
年
二
五
〇
、
一
九
四
一
年
一
二
九
二
、
一
九
四
三
年
五

三
三
六
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
馬
鹿
々
々
し
い
死
刑
藪
の
層
加
は
、
職
時
立
法

が
効
果
を
現
わ
し
出
し
た
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
恐
る
べ
き
籔
の
死
刑
執
行
は
、
職
後
に
な
つ
て
多
く
の
死
刑
執
行
吏
が

責
任
を
問
わ
れ
て
法
廷
で
取
調
べ
を
受
け
た
こ
と
か
ら
一
暦
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
そ
の
訴
訟
記
録
に
は
、
悲
し
む
べ
き
事
實
が
曝
け
出
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ル

レ
で
行
わ
れ
た
裁
到
に
つ
い
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
報
告
し
た
と
こ
ろ
に
よ

れ
ぽ
、
死
刑
執
行
吏
ク
ラ
イ
ネ
は
一
九
四
四
年
四
月
か
ら
一
九
四
五
年
三
月

迄
、
九
三
一
の
死
刑
を
執
行
し
、
二
六
四
三
三
マ
ル
ク
を
受
け
た
。
今
一
つ
の

よ
り
詳
細
な
例
は
、
死
刑
執
行
吏
ヨ
ハ
ン
・
ラ
イ
ヒ
ハ
ル
ト
の
場
合
で
あ
る
。

彼
の
日
記
帳
に
記
載
し
た
死
刑
歎
は
第
十
四
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
記
述
だ
け
で
も
、
も
う
す
で
に
ナ
チ
ス
時
代
の
死
刑
執
行
の
恐
る
べ

き
姿
が
わ
か
つ
た
こ
と
と
思
う
。

　
軍
事
法
廷
で
は
、
お
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
〇
人
が
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
六
〇
〇

〇
人
が
庭
刑
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
籔
は
お
そ
ら
く
氷
山
の
一
角

死
刑
慶
止
の
歴
史

第
十
四
表
　
死
刑
執
行
吏
ヨ
ハ
ソ
　
ラ
イ
ヒ
ハ
ル
ト
に
お
け
る
死
刑
執
行
件
数

軌行数年

1
　
　
0
　
5
　
3
　
9
　
7
　
9

39

71

163

221

764

876

730

51

0
　
1

3
　
　
3

9
　
　
9

つ
⊥
　
－

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

2949総、計

の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

　
残
虐
な
の
は
、
死
刑
判
決
籔
の
彪
大
さ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
庭
刑
の
方
法

に
あ
つ
た
。
「
多
く
の
場
合
に
は
、
時
間
が
な
い
の
で
判
決
書
さ
え
讃
ま
ず
に

庭
刑
が
行
わ
れ
た
し
、
そ
の
執
行
方
法
も
残
忍
で
あ
つ
た
。
例
え
ば
絞
索
に
一

四
分
間
ぶ
ら
下
げ
て
脈
搏
を
止
め
、
更
に
一
八
分
、
心
臓
の
鼓
動
が
止
ま
る
迄

そ
の
ま
ま
に
し
た
り
、
死
の
苦
痛
を
大
き
く
す
る
た
め
に
彊
烈
な
光
線
を
當
て

て
細
い
絹
の
紐
で
屠
殺
肉
の
鈎
に
ぶ
ら
下
げ
た
り
し
た
」
の
で
あ
つ
た
。

　
ま
こ
と
に
こ
の
時
代
に
は
「
國
家
は
強
盗
團
と
な
り
、
法
官
の
衣
の
下
に
は

殺
人
鬼
の
匁
が
陰
さ
れ
、
人
間
の
命
は
一
握
り
の
タ
バ
コ
と
同
じ
慣
に
す
ぎ
な

く
な
つ
て
し
ま
つ
た
」
の
で
あ
る
。

　
ナ
チ
ス
の
崩
壊
か
ら
基
本
法
獲
布
迄
の
死
刑
の
問
題
（
二
二
四
頁
ー
二
三
二

頁
）　

占
領
軍
が
ま
ず
手
を
つ
け
た
仕
事
は
、
帰
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
以
前
に
死

刑
が
法
定
さ
れ
て
い
た
法
律
を
除
く
す
べ
て
の
ナ
チ
ス
の
法
律
を
塵
止
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
民
衆
の
方
で
は
、
こ
の
恐
る
べ
き
籔
の
庭
刑
が
暗
闇
か
ら
暗
闇

へ
と
葬
ら
れ
て
し
ま
つ
た
結
果
、
こ
の
本
來
の
姿
を
知
ら
な
か
つ
た
こ
と
も
さ

四
九
　
　
（
・
一
一
七
七
）



死
刑
慶
止
の
歴
史

る
こ
と
な
が
ら
、
輕
濟
的
危
機
、
更
に
は
敗
職
後
の
警
察
の
無
防
備
状
態
に
乗

じ
た
兇
悪
犯
が
相
つ
い
で
起
つ
た
よ
う
な
状
態
で
あ
つ
た
か
ら
、
民
衆
は
ま
だ

死
刑
を
窮
極
的
な
防
衛
手
段
と
考
え
て
い
た
。
從
つ
て
文
献
も
少
な
か
つ
た
。

　
ま
ず
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
職
後
最
初
の
死
刑
魔
止
論
を
公
に
し
た
。
彼
は
ま

ず
A
級
職
犯
の
死
刑
宣
告
は
、
そ
の
責
任
の
重
大
さ
か
ら
考
え
て
冤
れ
る
こ
と

は
出
來
な
い
と
し
た
が
、
人
命
に
封
し
て
等
閑
覗
L
た
過
去
に
封
し
て
終
止
線

を
ひ
く
こ
と
を
以
つ
て
結
ん
だ
。
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
ヒ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
ン
サ
ス

市
立
大
學
の
教
授
の
時
に
集
め
た
資
料
に
基
づ
き
、
殺
人
と
精
神
病
と
の
相
關

度
の
高
い
こ
と
を
あ
げ
て
死
刑
の
威
嚇
力
を
否
定
し
て
い
る
。
エ
ベ
ル
ハ
ル

ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
刑
法
學
者
と
し
て
死
刑
の
完
全
な
塵
止
を
論
じ
た
。

　
法
哲
學
者
コ
ー
イ
ソ
グ
も
こ
の
論
陣
に
麗
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
刑
法
學

者
リ
ッ
ト
ラ
ー
も
死
刑
の
慶
止
を
要
求
し
、
法
理
論
的
な
根
擦
づ
け
と
同
時

に
、
「
死
刑
を
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
つ
て
合
理
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
く
ら
い
非

キ
リ
ス
ト
教
的
な
見
解
は
な
い
」
と
し
た
。

　
死
刑
の
存
置
を
主
張
し
て
い
る
者
に
は
v
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
エ
ッ
ク
ス
ナ
ー
、

ザ
ウ
ア
ー
、
グ
ラ
イ
ン
ワ
ル
ト
等
が
あ
る
。

　
職
後
の
諸
邦
の
憲
法
で
、
死
刑
は
ど
う
扱
わ
れ
た
か
？
　
職
後
の
各
議
會

で
、
吐
會
民
主
黛
が
主
導
的
地
位
を
得
た
の
に
、
窯
大
會
で
も
議
會
の
憲
法
論

議
で
も
、
こ
の
馳
に
つ
い
て
何
等
提
案
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
。
從
つ
て
職
後
の

諸
邦
の
憲
法
中
に
は
死
刑
が
明
確
に
存
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
こ
の
時
期
の

特
色
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
妊
商
や
闇
商
人
の
有
爲
に
封
し
死
刑
が
科
さ
れ
た

法
令
が
襲
布
さ
れ
た
。

　
職
後
の
死
刑
適
用
の
籔
に
つ
い
て
は
、
聯
合
軍
々
事
裁
到
と
ド
イ
ッ
法
廷
と

の
統
一
的
犯
罪
統
計
が
敏
け
て
い
る
の
と
爾
者
が
並
存
し
て
い
る
關
係
で
、
そ

五
〇
　
　
（
一
一
七
八
）

の
総
籔
を
概
観
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
軍
事
法
廷
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
軍
關
係
で
は
一
九
五
〇
年
迄
に

五
八
七
の
死
刑
宣
告
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
三
九
八
人
が
庭
刑
さ
れ
た
。
他
方
イ

ギ
リ
ス
占
領
地
帯
の
ド
イ
ッ
法
廷
で
は
三
八
の
死
刑
到
決
が
あ
り
、
一
四
人
が

庭
刑
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ド
イ
ッ
の
法
廷
で
宣
告
さ
れ
た
死
刑
の
数
は
、
第

十
五
表
に
表
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
表
で
わ
か
る
こ
と
は
、
一
九
四
八
年
に
死
刑
到
決
が
五
〇
あ
つ
て
、
こ

れ
が
職
後
“
最
高
で
あ
つ
た
こ
と
、
お
よ
び
シ
ュ
レ
ス
ウ
ィ
ッ
ク
・
ホ
ル
シ
ュ
タ

イ
ソ
で
は
、
戦
後
に
一
例
も
死
刑
宣
告
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
と
い
う
瓢
で
あ
る
。

第十五表　職後ドイツ法廷における死刑宣告敷

ラ　　　　　ン　　　　　ト

［
1
9 46

1
ユ
9 47 1948 1949

ノルトラインーウェスト
フアレ〆ン 5 10 3

バ　イ　エル　ン 5 11 12

二一ダーザクセン 11

ヘ　　ッ　　‘ヒ　　ソ 2 1 5
ヴュルテソベルク・バー
デン 1 4

ラインランド・プファル
ツ 1 1

シュレスウィック・ホル
一 一 一シュタイソ

ハ　ム　ブル　ク 3 2 4
バ　ー　デ　ソ 1 3
ヴュルテンベルク・ホー 6
エンツオーレルソ

ブ　レ　ー　メ　ン 3

ベ　ル　　リ　ン　市 1 8 20 5



二

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
諸
國
に
お
け
る
死
刑
問
題
の
取
扱
い

（
二
三
二
頁
－
二
七
六
頁
）

　
基
本
法
審
議
評
議
會
に
お
け
る
死
刑
塵
止
論
で
も
、
死
刑
再
導
入
に
關
す
る

聯
邦
議
會
の
論
議
に
お
い
て
も
、
死
刑
を
塵
止
し
た
諸
國
の
事
情
が
引
用
さ
れ

て
論
篠
と
な
つ
て
い
た
。
著
者
は
、
そ
れ
等
の
論
議
に
表
わ
れ
た
諸
外
國
の
現

状
に
封
す
る
ド
イ
ッ
知
識
暦
の
認
識
不
足
を
嘆
じ
、
こ
こ
に
實
は
詳
細
な
報
告

を
提
供
し
た
。
左
に
そ
の
資
料
を
列
記
し
て
み
る
。

　
1
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
　
　
こ
の
國
の
最
後
の
死
刑
は
一
九
一
〇
年
に
行
わ
れ

た
。
一
九
一
二
年
六
月
三
日
の
法
に
よ
つ
て
死
刑
は
塵
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

死
刑
塵
止
に
關
し
て
第
一
部
會
で
は
四
六
封
三
二
、
第
二
部
會
で
は
一
一
六
封

四
八
で
賛
成
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
國
の
統
計
資
料
に
よ
れ
ば
、
死
刑
塵
止
後
殺

人
犯
罪
に
は
壇
加
の
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
減
少
す
ら
示
し

て
い
る
。

　
2
　
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
　
　
こ
こ
で
は
、
最
後
の
死
刑
は
一
八
七
五
年
に
行
わ

れ
、
一
九
〇
五
年
一
月
一
目
以
後
塵
止
さ
れ
た
。
一
般
國
民
の
確
信
は
、
死
刑

の
導
入
を
欲
し
て
い
な
い
。
但
し
職
時
に
限
つ
て
、
職
時
に
固
有
な
或
る
種
の

犯
罪
（
敵
に
協
力
す
る
行
爲
）
に
封
し
死
刑
が
科
せ
ら
れ
た
（
一
九
四
六
年
一

二
月
；
百
の
法
律
）
。
死
刑
駿
止
の
後
に
も
、
殺
人
等
の
重
大
犯
罪
は
増
加

を
示
し
て
い
な
い
。

　
3
。
　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
　
　
こ
こ
で
は
一
八
二
六
年
域
來
、
民
間
の
刑
事
事
件

に
關
し
て
は
死
刑
の
宣
告
は
行
わ
れ
な
か
つ
た
。
一
九
四
九
年
九
月
、
政
府
は

議
會
に
封
し
て
、
戦
時
の
軍
事
上
の
犯
罪
を
除
き
、
死
刑
を
塵
止
し
終
身
禁
鋼

死
刑
暖
止
の
歴
史

を
以
っ
て
こ
れ
に
代
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

　
4
　
デ
ン
マ
ー
ク
　
一
八
九
二
年
に
最
後
の
死
刑
が
威
刑
さ
れ
た
。
死
刑
は

一
九
三
〇
年
四
月
一
五
日
の
新
刑
法
典
に
よ
り
塵
止
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後

殺
人
犯
罪
に
は
増
加
の
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
死
刑
存
置
の
提
案
は
國

民
葉
會
（
＜
9
5
夢
口
瞬
）
で
も
、
地
方
集
會
（
ピ
習
留
呂
言
σ
q
）
で
も
否
決
さ

れ
た
。
し
か
し
第
二
次
大
職
後
に
は
、
叛
逆
お
よ
び
そ
の
他
の
反
國
家
的
行
爲

に
封
し
死
刑
を
探
用
し
た
と
い
う
限
り
で
は
逆
行
的
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
こ
こ

の
軍
刑
法
で
は
職
時
に
犯
さ
れ
た
重
大
犯
罪
に
封
し
て
死
刑
を
規
定
し
て
い

る
。
し
か
し
通
常
の
刑
事
事
件
に
死
刑
を
再
び
と
り
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

“
未
だ
こ
れ
は
意
圖
さ
れ
て
い
な
い
”
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ε
　
オ
ラ
ン
ダ
　
　
一
八
五
九
年
に
最
後
の
死
刑
が
庭
刑
さ
れ
て
後
一
八
七

〇
年
九
月
一
七
日
の
法
律
に
よ
っ
て
死
刑
は
慶
止
さ
れ
た
。
死
刑
は
明
確
に
必

要
な
も
の
で
は
な
い
と
理
由
づ
け
ら
れ
た
。
殺
人
籔
も
一
八
九
六
年
以
後
は
減

少
を
示
し
て
い
る
。
第
二
次
大
職
後
は
、
オ
ラ
ン
ダ
で
も
政
治
犯
に
封
し
死
刑

が
規
定
さ
れ
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
九
年
一
二
月
迄
一
四
九
人
が
無
期
懲

役
、
一
二
〇
人
が
死
刑
の
宣
告
を
受
け
、
三
四
入
が
庭
刑
さ
れ
て
い
る
。

　
6
。
ベ
ル
ギ
ー
　
　
こ
こ
で
も
死
刑
は
軍
刑
法
に
ま
だ
残
つ
て
い
る
。
刑
法

に
お
い
て
死
刑
駿
止
は
行
わ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
一
八
六
三
年
以
降
一
件

の
死
刑
も
執
行
さ
れ
て
い
な
い
。
す
べ
て
終
身
の
彊
制
螢
働
に
攣
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
事
實
上
の
死
刑
塵
止
に
も
拘
ら
ず
、
殺
人
犯
罪
は
壇
加
す
る
ど
こ
ろ

か
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
職
時
裁
到
の
死
刑
判
決
は
非
常
に
多
く
、

一
九
四
五
年
だ
け
で
も
一
三
三
一
名
を
籔
え
て
い
る
程
で
あ
る
。

　
T
　
フ
ラ
ン
ス
　
　
特
記
す
る
よ
う
な
死
刑
塵
止
の
努
力
は
な
い
。
殺
人
犯

罪
が
ど
の
よ
う
に
攣
化
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
こ
で
も
、
死
刑
適
用
の
籔

五

（
一
　
七
九
）



死
刑
慶
止
の
歴
史

が
減
少
し
て
い
る
の
に
封
し
て
、
殺
人
犯
罪
は
減
少
す
る
傾
向
が
顯
著
で
あ

る
。
一
九
四
三
年
か
ら
は
、
職
時
職
後
に
か
け
て
政
治
犯
に
封
す
る
死
刑
が
増

大
し
、
一
九
四
七
年
ま
で
に
一
一
六
三
人
が
庭
刑
さ
れ
た
。

　
8
。
イ
ギ
リ
ス
　
　
死
刑
を
依
然
と
し
て
保
有
し
て
お
り
、
そ
の
宣
告
籔
は

非
常
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
殺
人
犯
罪
も
多
少
の
増
減
は
見
ら
れ
る
が
一

九
二
〇
年
代
か
ら
そ
の
籔
に
お
い
て
大
き
な
攣
動
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
死
刑

反
封
論
者
は
、
死
刑
が
存
在
し
て
も
殺
人
犯
罪
が
減
少
し
な
い
と
い
う
事
實

を
、
死
刑
の
威
嚇
が
少
な
い
こ
と
の
論
櫨
に
し
て
い
る
。

　
一
九
三
〇
年
に
「
死
刑
問
題
特
別
委
員
會
報
告
」
の
中
で
の
こ
の
問
題
に
封

す
る
結
論
に
も
と
づ
い
て
、
下
院
の
委
員
會
が
一
般
刑
法
で
五
年
間
死
刑
塵
止

を
す
る
件
を
提
案
し
た
が
、
當
時
は
支
持
さ
れ
な
か
つ
た
。
一
九
四
八
年
四
月

一
四
目
に
政
府
與
懲
で
あ
る
螢
働
窯
の
シ
ル
バ
ー
マ
ン
議
員
が
改
め
て
こ
の
提

案
を
行
い
、
政
府
要
人
の
多
く
お
よ
び
保
守
裳
の
大
部
分
、
目
由
窯
の
一
部
は

こ
れ
に
反
封
し
た
が
、
二
四
五
封
二
二
二
票
で
可
決
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
績

く
上
院
の
投
票
で
は
一
八
一
封
二
八
で
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
は
螢
働

黛
の
議
會
勢
力
が
弱
ま
つ
て
い
つ
た
の
で
こ
の
問
題
は
一
時
休
止
と
な
つ
て
い

る
。
（
そ
の
後
の
推
移
に
つ
い
て
は
前
號
の
序
参
照
）

　
9
　
ス
ペ
イ
ソ
　
　
死
刑
は
一
九
三
二
年
に
塵
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
殺
人

犯
罪
に
つ
い
て
詳
し
い
資
料
は
な
い
。
こ
こ
で
は
殺
人
は
有
期
懲
役
を
用
い
て

罰
せ
ら
れ
、
有
罪
者
の
刑
期
は
螢
働
日
四
目
を
一
日
に
算
え
て
減
刑
さ
れ
る
仕

組
み
に
な
つ
て
い
る
。

　
n
　
ポ
ル
ト
ガ
ル
　
　
死
刑
は
一
八
六
七
年
に
す
で
に
塵
止
さ
れ
た
。
一
九

三
三
年
三
月
一
九
目
の
憲
法
は
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
死

刑
の
緩
止
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
國
民
に
と
つ
て
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

五
二

（
一
　
八
○
）

第
十
六
表
　
一
九
三
一
年
以
後
の
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る

　
　
　
　
死
刑
適
用
数

年次 齢数虚刑数

1931 3 1
19…膿 13 4
1933 12 8
1934 10 3
1935 17 4
1936 5 7
1937 13 12

ユ938 16 6
1939

隔
　
　 28 20

1940 9 7
1941 15 コユ

ユ942 8 5
1943 2 一
1944 5 一

総数 156
　　　1

88

れ
る
。

　
且
　
イ
タ
リ
ア
　
　
こ
こ
で
は
、
死
刑
は
一
八
九
〇
年
一
月
一
日
か
ら
一
九

二
六
年
二
月
二
五
日
迄
塵
止
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
兇
悪
犯
罪
の
層
加
は
見
ら

れ
な
か
つ
た
。
フ
ァ
シ
ス
ト
に
よ
る
死
刑
の
再
導
入
は
二
度
行
わ
れ
た
。
ま
ず

一
九
二
六
年
一
一
月
二
五
日
「
國
家
防
衛
の
た
め
の
特
別
法
」
に
よ
り
王
室
お

よ
び
政
府
要
人
に
封
す
る
殺
人
行
爲
に
死
刑
が
課
せ
ら
れ
、
一
九
三
〇
年
の
刑

法
は
一
蓮
の
死
刑
を
規
定
し
た
構
成
要
件
を
保
有
し
た
。
殺
人
犯
罪
を
統
計
的

に
み
る
と
、
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
四
〇
年
は
漸
次
激
減
の
一
途
を
た
ど
つ
て

い
た
。
然
る
に
こ
の
カ
ー
ブ
は
一
九
四
三
年
以
後
上
昇
し
一
九
四
五
年
に
は
一

九
二
〇
年
の
二
倍
を
籔
え
る
殺
人
事
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
三
一
年
以
後
の
死
刑
宣
告
お
よ
び
庭
刑
数
は
第
十
六
表
の
通
り
で
あ

る
。
こ
の
籔
値
を
ド
イ
ッ
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
同
じ
全
睦
主
義
國
家
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
大
き
な
蓮
い
が
あ
る
こ
と
に
氣
づ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
至
れ

ば
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
死
刑
の
問
題
が
、
何
故
他
の
國
に
お
け
る
と
は
違
つ
た

眼
で
看
ら
れ
る
の
か
が
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
四
七
年
一
二
月
二
七
日
の
憲
法
二
七
條
で
、
戦
時
を
除
き
、
死
刑
は
塵



止
さ
れ
た
。

　
皿
　
サ
ソ
マ
リ
ノ
　
　
一
八
四
八
年
三
月
一
二
日
以
來
死
刑
を
保
有
し
て
い

な
い
。
こ
れ
を
再
び
探
用
す
る
動
き
は
全
く
な
い
と
い
う
。

　
B
　
ス
イ
ス
　
　
普
通
刑
法
に
お
け
る
死
刑
は
魔
止
さ
れ
て
い
る
。
一
八
四

八
年
の
憲
法
は
、
政
治
犯
に
よ
る
死
刑
を
禁
止
し
（
五
四
條
）
、
　
一
八
七
四
年

五
月
二
九
日
の
憲
法
は
、
こ
の
禁
止
を
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
擾
張
し
た
。
そ
の
六

五
條
は
「
死
刑
は
塵
止
さ
れ
る
。
軍
刑
法
の
規
定
は
職
時
に
お
い
て
は
こ
れ
を

留
保
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
各
州
は
、
州
立
法
に
よ
り
、
死

刑
を
慶
止
し
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
、
ノ
イ
ヒ
ァ
テ
ル
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
、
バ
ー
ゼ

ル
市
、
バ
！
ゼ
ル
地
方
、
テ
ッ
シ
ソ
が
こ
れ
で
あ
る
。
一
八
九
七
年
五
月
一
八

日
の
國
民
投
票
で
は
、
二
〇
〇
四
八
五
人
が
六
五
條
の
塵
止
を
、
一
八
一
五
八

五
人
が
そ
の
存
置
を
主
張
し
、
死
刑
の
例
外
な
ぎ
禁
止
を
止
め
て
、
政
治
犯
に

だ
け
塵
止
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。
六
五
條
は
「
政
治
犯
を
理
由
と
す
る
死
刑
は

第十七表　スイス各州における死刑

　　　　慶止の年数

最終執行慶止州名

4
　
　
Q
ツ

ド
D
　
　
6

Q
り
　
8

噌
⊥
　
4
⊥

1874

1872

1873

1847

1874

1876

1874

1874

1834

1874

1817

1855

1825

1851

1847

1862

ノイヒァテル
チューリ，ッヒ

ベ　　 ノレ　　 ン

ニドワルデン
ソロ　トウルソ

バーゼル市
バーゼル地方
グラウビュンデン

ト
　
ウ
　
ブ

　
ガ
　
｝

　
ル
　
ネ

　
切
　
ユ

ワ
　
ア
　
ジ

トウルガウ

科
し
て
は
な

ら
な
い
」
と

規
定
し
て
い

る
。

　
そ
の
後
一

九
三
七
年
一

二
月
一
二
日

の
法
律
（
一

九
四
二
年
一

月
一
目
か
ら

有
効
）
に
よ

死
刑
慶
止
の
歴
史

つ
て
死
刑
は
慶
止
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
九
三
八
年
七
月
三
日
の
國
民
投
票
で
多

籔
を
得
て
承
認
さ
れ
た
。
む
か
し
戦
時
に
關
し
て
は
軍
刑
法
に
死
刑
が
保
留
さ

れ
て
い
る
。

　
殺
人
の
件
籔
は
、
死
刑
塵
止
前
は
年
李
均
一
一
人
に
有
罪
到
決
が
あ
つ
た

が
、
騒
止
後
は
五
・
八
に
減
つ
て
い
る
。
そ
の
他
の
兇
悪
犯
も
同
じ
傾
向
を
示

し
て
い
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
黙
は
、
死
刑
を
再
び
導
入
す
る
と
い
う
傾
向
が

全
然
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
主
な
州
に
つ
い
て
、
死
刑
の
塵
止
若
く
は
事
實
上
の
塵
止
年
度
を
表
示
し
て

み
る
と
第
十
七
表
の
如
く
な
盗
。

　
こ
れ
等
の
州
で
は
、
い
ず
れ
も
死
刑
を
再
び
導
入
す
る
と
い
う
考
え
を
全
然

持
た
な
い
紬
が
共
通
で
あ
り
、
更
に
犯
罪
勲
に
つ
い
て
も
、
殺
人
等
の
兇
悪
犯

は
減
少
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
蝕
　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
　
　
一
七
八
七
年
、
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
に
よ
つ
て
最
初
に

死
刑
は
塵
止
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ツ
ニ
世
は
こ
れ
を
再
び
導
入
し
た
。
そ
し
て

死
刑
は
一
二
〇
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
つ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
罰
膿
系
の
構
成

部
分
と
な
つ
て
い
た
。
一
八
四
八
年
に
、
ク
レ
ム
ジ
エ
ー
議
會
（
国
冨
日
巴
臼
臼

即
Φ
一
9
警
謁
）
の
憲
法
委
員
會
に
よ
つ
て
創
ら
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
國
憲
法
草

案
は
、
政
治
犯
に
封
す
る
死
刑
を
駿
止
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
パ
ウ
ル

ス
キ
ル
ヘ
同
檬
承
認
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
つ
た
。

　
第
一
次
大
職
後
、
死
刑
は
一
九
一
九
年
四
月
三
日
の
法
律
に
よ
つ
て
、
通
常

手
綾
に
お
い
て
は
塵
止
さ
れ
、
一
九
二
〇
年
一
月
一
日
の
聯
邦
憲
法
（
現
行
憲

法
の
八
五
條
）
に
お
い
て
次
の
如
く
規
定
さ
れ
た
。
「
死
刑
は
、
通
常
手
績
に

お
い
て
は
塵
止
さ
れ
る
」

　
し
か
し
権
威
主
義
盤
制
は
、
一
九
三
四
年
六
月
一
九
日
の
刑
法
改
正
法
に
よ

五
三
　

（
一
　
八
一
）



第＋八表　オーストリアにおける殺人犯罪数と刑種

死
刑
慶
止
の
歴
史

殺人有罪 死 刑 自　　由 刑

年　次 宣告数 宣　告 虎刑 無期 有　期

ユ919 51

1920 48

1921 39

ユ922 31

1923 61

1924 50

1925 40

1926 43

1927 43 4 39

1828 37 1 36

1929 50 3 47

1930 60 4 56

1931 43 3 40

1932 73 7 66

1933 82 4 78

1934 59 15 11 8 36

1935 38 21 6 4 13

1936 58 工1 2 11 36

ユ937 62 ユ9 7 盈 31

1946 52 皿 3 10 31

1947 60 12 4 5 43

1948 68 8 1 13 47

つ
て
死
刑
を
再
び
導
入
し
た
。
こ
の
規
定
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ッ
の
“
合

併
〃
の
後
も
存
在
し
た
。

　
第
二
次
大
職
後
一
九
四
五
年
五
月
一
日
の
“
暫
定
憲
法
〃
は
、
死
刑
の
適
用

を
可
能
に
し
、
一
九
四
六
年
六
月
一
九
日
に
こ
の
憲
法
が
効
力
を
失
う
と
、
政

府
は
“
現
在
の
諸
關
係
の
下
で
死
刑
を
止
め
る
こ
と
は
出
來
な
い
”
と
し
て
、

一
九
四
七
年
六
月
三
〇
日
迄
、
通
常
手
績
で
死
刑
適
用
を
許
す
と
い
う
法
律
案

を
提
出
し
た
、
オ
；
ス
ト
リ
ア
國
會
は
、
政
府
の
立
案
を
承
認
し
た
。
そ
の

後
、
ζ
れ
は
一
九
四
八
年
六
月
三
〇
日
迄
延
長
さ
れ
、
こ
れ
に
劉
し
て
司
法
委

五
四

（
一
一
八
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
員
會
の
委
員
は
死
刑
に
封
し
て
原
則
的
に
反
封
の
態
度
を

　
　
　
　
　
　
　
　
表
明
し
た
が
、
結
局
“
特
別
な
危
急
の
折
に
は
特
別
な
危

　
　
　
　
　
　
　
　
急
の
庭
置
を
必
要
と
す
る
”
と
い
う
見
解
を
ど
つ
て
同
意

　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
こ
の
政
府
提
案
は
一
九
五
〇
年
五
月
二
四
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
本
會
議
で
は
否
決
さ
れ
、
從
つ
て
七
月
一
日
以
降
、
通
常

　
　
　
　
　
　
　
　
手
績
で
の
死
刑
は
駿
止
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
！
ス
ト
リ
ア
で
、
一
九
一
九
年
の
死
刑
駿
止
の
年
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
、
一
九
三
四
年
の
死
刑
導
入
を
経
て
一
九
四
八
年
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
る
間
の
、
殺
人
罪
に
基
く
有
罪
籔
を
刑
種
別
に
表
示
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
と
第
十
八
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
中
、
一
九
四
五
年
以
降
は
聯
合
軍
の
軍
事
裁
判
で

　
　
　
　
　
　
　
　
到
決
さ
れ
た
籔
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
例
え
ぱ
一
九
四
七

　
　
　
　
　
　
　
　
年
七
月
一
日
か
ら
一
九
四
八
年
三
月
末
日
迄
、
全
オ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
ト
リ
ア
で
二
〇
〇
の
殺
人
と
一
七
三
の
同
未
途
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
た
。
し
か
し
そ
の
中
四
〇
％
は
外
國
人
に
よ
つ
て
行
わ
れ

た
こ
と
は
、
特
記
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
死
刑
は
た
と
え
存
在
し
て
も
殺
人
犯
罪
が
増
大
し
て
い

る
と
結
論
づ
け
得
る
。

　
駈
　
ル
ー
マ
ニ
ア
　
　
一
八
三
八
年
に
、
最
後
の
死
刑
が
行
わ
れ
て
後
、
一

八
六
五
年
に
死
刑
は
塵
止
さ
れ
た
。
一
八
六
六
年
の
ル
ー
マ
ニ
ア
憲
法
一
八
條

で
は
、
死
刑
の
塵
止
が
規
定
さ
れ
、
し
か
も
職
時
に
つ
い
て
軍
刑
法
で
規
定
さ

れ
る
場
合
の
外
に
は
、
再
び
規
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
止
規
定
が
あ

る
。
　
一
八
六
五
年
か
ら
一
九
〇
七
年
に
か
け
て
、
殺
人
犯
罪
の
敬
は
牛
減
し



た
。
第
一
次
大
職
中
死
刑
の
科
さ
れ
た
機
會
は
少
な
か
つ
た
。
一
九
二
三
年
に

死
刑
慶
止
は
改
め
て
一
六
條
に
規
定
さ
れ
た
が
、
死
刑
塵
止
の
聲
は
小
さ
か
つ

た
。
一
九
三
九
年
に
死
刑
は
再
び
と
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
國
家
形
豊
が
共
和
國

に
攣
つ
て
以
來
、
特
に
政
治
犯
に
封
し
て
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
凪
　
ブ
ル
ガ
リ
ア
　
　
死
刑
は
殺
人
お
よ
び
彊
盗
な
ら
び
に
”
國
家
に
封
し

特
に
危
陰
な
行
爲
”
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
“
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
國
が

資
本
主
義
か
ら
吐
會
主
義
に
移
行
し
て
い
る
現
在
の
護
展
段
階
で
は
、
死
刑
は

一
般
に
塵
止
さ
れ
得
な
い
μ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
皿
　
ギ
リ
シ
ア
　
　
ギ
リ
シ
ア
は
依
然
と
し
て
死
刑
を
固
持
し
て
い
る
。
し

か
し
最
近
の
新
刑
法
典
で
は
、
死
刑
は
限
定
さ
れ
か
つ
終
身
懲
役
と
二
者
揮
一

的
に
規
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　
B
　
チ
ェ
ッ
コ
ス
β
バ
キ
ア
　
　
死
刑
は
ま
だ
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
第

二
次
大
戦
前
は
そ
の
適
用
は
少
な
か
つ
た
。
例
え
ば
有
罪
宣
告
は
↓
九
二
六
年

二
五
、
一
九
二
七
年
二
四
、
一
九
二
八
年
二
七
、
一
九
二
九
年
二
一
と
あ
つ
た

が
、
塵
刑
さ
れ
た
の
は
一
九
二
七
年
と
二
九
年
に
そ
れ
ぞ
れ
一
件
に
す
ぎ
な

い
。
だ
が
最
近
は
政
治
犯
に
つ
い
て
特
に
死
刑
の
使
用
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ

る
。　

n
　
ポ
ー
ラ
ン
ド
　
　
こ
こ
で
も
死
刑
は
ま
だ
塵
止
さ
れ
て
い
な
い
。

　
⑳
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
　
　
こ
こ
で
は
ミ
シ
ガ
ン
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ミ

ネ
ソ
タ
、
メ
イ
ソ
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ソ
ド
、
ノ
ー
ス
・
ダ
コ
タ
の
諸
州
が
死

刑
を
駿
止
し
て
い
る
。
こ
の
外
最
近
復
活
し
た
が
、
か
つ
て
死
刑
を
駿
止
し
た

も
の
に
カ
ソ
サ
ス
と
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
の
二
州
が
あ
る
。

　
a
　
ミ
シ
ガ
ン
。
こ
こ
で
は
過
去
一
世
紀
來
、
部
ち
一
八
四
六
年
以
來
、
殺

人
罪
に
つ
き
死
刑
を
塵
止
し
た
。
大
逆
罪
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る

死
刑
駿
止
の
歴
史

が
、
こ
の
時
か
ら
一
例
も
死
刑
の
宣
告
は
さ
れ
て
い
な
い
。
存
置
論
者
は
過
去

に
十
敏
同
に
わ
た
つ
て
死
刑
を
と
り
入
れ
よ
う
と
企
て
た
が
、
輿
論
が
死
刑
の

必
要
を
確
信
し
て
い
な
い
の
で
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
つ
た
。
死
刑
の
存
否
は
、

重
大
犯
罪
の
蹟
大
に
は
何
等
影
響
が
な
い
か
と
い
う
件
に
つ
い
て
は
公
式
の
見

解
が
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

　
h
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
。
死
刑
の
塵
止
は
一
八
五
三
年
に
行
わ
れ
た
。
爾

後
、
特
筆
す
べ
き
死
刑
再
導
入
の
努
力
は
な
い
。
一
九
三
六
年
に
ギ
ャ
ラ
ッ
プ

輿
論
調
査
所
が
全
米
を
封
象
と
し
て
死
刑
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
時
、
存
置
賛

成
が
61
％
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
ウ
ィ
ス
コ
ソ
シ
ソ
の
住
民
の
51
％
は
塵
止
に

賛
成
し
た
。

　
α
　
ミ
ネ
ソ
タ
。
一
九
二
年
に
死
刑
が
塵
止
さ
れ
、
以
來
再
び
使
用
さ
れ

な
か
つ
た
。
死
刑
を
再
び
導
入
す
る
た
め
の
努
力
は
、
如
何
な
る
種
類
の
犯
罪

を
封
象
に
し
た
も
の
も
存
在
し
な
か
つ
た
。

　
こ
　
メ
イ
ン
。
一
八
五
七
年
か
ら
死
刑
を
魔
止
し
て
い
る
。
唯
一
の
適
用
の

例
は
、
終
身
懲
役
の
受
刑
者
が
服
役
中
に
殺
人
を
犯
し
た
場
合
に
限
る
。

　
6
。
　
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
。
一
八
五
二
年
以
來
塵
止
し
、
そ
れ
を
固
執
し

て
い
る
。
庭
刑
は
一
八
四
五
年
以
來
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
£
　
ノ
ー
ス
・
ダ
コ
タ
。
一
九
一
五
年
以
來
死
刑
は
事
實
上
な
い
。
叛
逆
罪

お
よ
び
ザ
第
一
級
の
殺
入
”
、
印
ち
す
で
に
殺
人
に
よ
る
終
身
自
由
刑
の
受
刑

者
が
犯
し
た
殺
人
罪
に
つ
き
死
刑
を
依
然
許
容
し
て
い
る
が
、
こ
の
州
は
塵
止

の
部
類
に
算
入
す
る
。
こ
の
州
で
も
、
死
刑
塵
止
は
如
何
な
る
犯
罪
の
増
加
に

も
影
響
を
與
え
て
い
な
い
。

　
カ
ソ
サ
ス
と
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
。
前
者
は
、
一
九
〇
七
年
に
死
刑
を
駿
止
し
、

一
九
三
五
年
に
“
第
一
級
の
殺
人
”
に
終
身
刑
と
並
ん
で
選
揮
的
に
死
刑
を
探

五
五

（
一
　
八
三
）



死
刑
慶
止
の
歴
史

用
し
た
。
後
者
は
一
九
一
五
年
に
死
刑
を
塵
止
し
、
一
九
四
〇
年
七
月
一
日
に

再
び
探
用
し
た
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

　
死
刑
存
置
論
者
は
、
死
刑
を
塵
止
す
る
と
リ
ン
チ
が
増
加
す
る
と
い
う
が
、

こ
れ
は
確
謹
さ
れ
な
い
。
一
八
八
九
年
か
ら
一
九
二
八
年
迄
に
行
わ
れ
た
リ
ソ

チ
は
三
六
九
一
件
あ
つ
た
。
そ
の
中
死
刑
慶
止
の
州
で
は
三
四
件
が
行
わ
れ
た

に
す
ぎ
な
い
。

　
飢
　
南
米
諸
國
　
　
本
書
の
特
色
は
、
こ
の
諸
國
に
つ
い
て
詳
細
が
語
ら
れ

て
い
る
馳
に
あ
る
。

　
乱
　
メ
キ
シ
コ
。
一
九
二
九
年
一
二
月
一
五
日
の
刑
法
で
死
刑
は
慶
止
さ
れ

た
。　

h
　
グ
ァ
テ
マ
ラ
。
一
八
八
九
年
以
來
死
刑
は
塵
止
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九

三
六
年
四
月
二
九
日
の
新
刑
法
で
再
び
も
と
に
も
ど
つ
た
。

　
α
　
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
。
一
八
九
四
年
の
憲
法
で
慶
止
さ
れ
た
が
、
最
近
刑
罰

膿
系
の
構
成
部
分
と
な
つ
た
。

　
也
　
コ
ス
タ
リ
カ
。
一
八
八
O
年
以
來
塵
止
を
固
執
し
て
い
る
。

　
α
　
ニ
カ
ラ
ガ
。
一
八
九
三
年
の
憲
法
で
明
確
に
禁
止
し
て
い
る
。

　
五
　
チ
リ
ー
。
一
九
二
九
年
の
法
案
は
死
刑
の
慶
止
を
規
定
し
て
い
た
。
し

か
し
死
刑
は
再
び
“
次
第
に
累
積
す
る
犯
罪
と
い
う
流
れ
を
せ
き
止
め
る
”
の

に
最
も
適
し
た
手
段
と
考
え
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
最
近
一
〇
年
間
に
一
〇
〇
人

が
死
刑
の
宣
告
を
受
け
一
〇
人
が
庭
刑
さ
れ
た
。
死
刑
を
存
置
し
て
い
る
國
と

し
て
更
に
、
ボ
リ
ビ
ア
と
パ
ラ
グ
ァ
イ
が
あ
る
。

　
9
ブ
ラ
ジ
ル
。
一
八
九
一
年
以
來
死
刑
塵
止
。

　
b
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
。
一
九
一
二
年
以
來
死
刑
駿
止
。

　
気
　
コ
ロ
ン
ビ
ア
。
死
刑
禁
止
を
一
九
一
〇
年
の
憲
法
で
宣
明
し
て
い
る
。

五
六

（
一
輔
八
四
）

　
」
　
エ
ク
ア
ド
ル
。
一
八
九
五
年
に
塵
止
さ
れ
、
一
九
〇
六
年
の
憲
法
に
、

禁
止
の
規
定
が
明
確
に
探
用
さ
れ
て
い
る
。

　
k
　
ベ
ネ
ヅ
エ
ラ
。
一
八
七
三
年
以
來
塵
止
。

　
L
　
ペ
ル
i
。
一
九
二
四
年
、
死
刑
塵
止
。

　
m
　
ウ
ル
グ
ァ
イ
。
一
九
〇
七
年
九
月
二
三
日
の
法
律
に
よ
つ
て
、
一
般
の

刑
法
の
み
な
ら
ず
、
軍
刑
法
に
つ
い
て
も
明
確
に
死
刑
を
塵
止
し
た
。
死
刑
禁

止
は
二
五
條
に
明
確
に
規
定
さ
れ
、
一
九
一
八
年
お
よ
び
プ
九
三
四
年
の
憲
法

に
お
い
て
も
承
縫
さ
れ
た
。
こ
の
首
尾
一
貫
し
た
態
度
は
、
死
刑
慶
止
國
で
唯

一
の
例
を
示
し
て
い
る
。
一
九
四
六
年
二
月
五
日
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
政
府
は
ロ
ソ

ド
ソ
の
國
際
聯
合
総
會
に
封
し
て
、
ド
イ
ッ
の
A
級
職
犯
に
封
す
る
死
刑
の
適

用
を
や
め
る
よ
う
提
案
し
た
。
そ
れ
は
こ
こ
に
言
及
す
る
便
値
が
あ
る
。

「
ウ
ル
グ
ァ
イ
代
表
は
、
そ
の
政
府
の
指
令
に
從
い
國
際
聯
合
纐
會
が
、
國
際

軍
事
裁
到
所
に
封
し
、
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
の
職
犯
に
は
死
刑
を
適
用
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
希
望
を
表
明
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
こ
四
〇
年
に
わ
た

り
ウ
ル
グ
ァ
イ
は
、
軍
事
上
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
死
刑
を
駿
止
し
て
き
た
。
死

刑
塵
止
は
現
在
憲
法
の
中
に
、
そ
の
根
本
原
則
の
一
つ
と
し
て
基
礎
を
置
い
て

い
る
。

　
こ
の
原
則
に
從
い
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
は
引
渡
し
條
約
を
締
結
す
る
際
に
、
死
刑

が
引
渡
さ
れ
る
人
間
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
合
意
が
な
さ
れ

な
い
場
合
に
は
、
條
約
に
調
印
し
な
か
り
た
し
、
今
後
も
調
印
し
な
い
で
あ
ろ

う
o

　
我
々
の
考
え
は
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
更
に
ウ
ル
グ
ァ
イ
政
府
は
、

死
刑
は
制
裁
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
追
及
さ
れ
る
目
的
を
達
し
得
な
い
と
主
張

す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
我
々
は
、
公
の
庭
刑
は
惇
徳
的
な
見
せ
物
で
あ
り
、



政
治
犯
お
よ
び
職
雫
犯
罪
の
場
合
に
は
、
庭
刑
は
正
義
が
志
向
す
る
模
範
に
逆

行
す
る
感
情
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
つ
て
い
る
。

　
更
に
、
絡
身
の
彊
制
螢
働
は
非
常
に
重
い
懲
戒
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
命
を
民

主
的
に
顧
慮
す
る
こ
と
と
よ
く
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
云
々
」

　
肌
　
ク
イ
ー
ン
ラ
ン
ド
　
　
一
九
二
二
年
以
來
庭
刑
は
行
わ
れ
な
か
つ
た
。

そ
し
て
一
九
二
二
年
に
塵
止
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
も
第
二
次
大
戦
の

最
中
で
あ
る
一
九
四
一
年
に
死
刑
を
塵
止
し
た
が
、
殺
人
犯
の
増
加
は
見
ら
れ

な
い
。
死
刑
を
再
び
探
用
す
る
努
力
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
例
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
上
院
、
下
院
の
死
刑
魔
止
論
者
に
絶
好
の
論
櫨
を
提
供
し
た
。

　
脇
　
ソ
ヴ
ェ
ト
聯
邦
　
　
ソ
聯
が
死
刑
を
塵
止
し
た
時
は
、
世
界
は
驚
嘆
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
リ
ー
プ
マ
ソ
の
灌
威
あ
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
す
で
に

ツ
ア
ー
の
時
代
（
一
七
五
三
年
）
に
、
“
國
家
犯
罪
者
”
を
除
い
て
死
刑
は
曖

止
さ
れ
た
。

　
ソ
ヴ
ェ
ト
で
は
、
死
刑
は
“
通
常
な
刑
種
で
は
な
く
、
通
常
な
ら
ざ
る
種
類

の
事
情
に
よ
つ
て
要
求
さ
れ
る
過
渡
的
な
刑
種
”
と
考
え
ら
れ
た
。
か
く
て
一

九
一
九
年
一
二
月
の
“
ソ
ヴ
ェ
ト
共
和
國
刑
法
に
關
す
る
原
則
”
は
、
死
刑
の

適
用
に
關
し
て
重
大
な
制
限
を
設
け
た
。
こ
こ
で
は
し
か
し
、
そ
れ
は
“
新
秩

序
の
基
礎
を
破
壌
す
る
重
大
な
犯
罪
〃
に
關
す
る
〃
最
高
の
刑
罰
〃
と
し
て
留

保
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
二
二
年
の
第
一
刑
法
典
第
三
二
條
に
は
、
刑
種
の
中

に
死
刑
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
一
九
二
四
年
の
“
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
刑
事
立

法
の
基
礎
”
、
お
よ
び
一
九
二
六
年
の
ソ
聯
邦
刑
法
で
は
死
刑
が
認
め
ら
れ
た
。

し
か
し
一
九
二
七
年
一
〇
月
一
五
日
の
一
〇
月
革
命
記
念
日
の
窯
宣
言
で
は
死

刑
の
適
用
領
域
は
狭
め
ら
れ
て
い
る
。

　
一
九
四
七
年
五
月
二
六
日
ソ
ヴ
ェ
ト
最
高
會
議
は
季
和
時
に
お
け
る
死
刑
の

死
刑
屡
止
の
歴
史

完
全
な
慶
止
を
政
治
犯
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
つ
い
て
認
め
た
。
こ
こ
に

お
い
て
は
、
死
刑
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
、
帝
國
主
義
者
お
よ
び
被
搾
取
者
に
封
す
る

搾
取
者
の
典
型
的
な
手
段
で
あ
る
と
し
、
懸
報
刑
に
甥
し
て
ロ
シ
ア
の
教
育

刑
、
改
善
刑
が
謳
歌
さ
れ
た
。

　
一
九
五
〇
年
一
月
二
一
百
基
本
法
護
効
後
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
最
高
會
議
は
叛
逆

罪
、
ス
パ
イ
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
死
刑
を
認
め
た
。
し
か
し
殺
人
罪
に
關
し
て

は
依
然
と
し
て
死
刑
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。

　
舷
　
ト
ル
コ
　
　
一
九
五
〇
年
七
月
一
五
日
の
國
民
會
議
に
基
づ
き
死
刑
を

塵
止
し
た
。

　
こ
れ
を
包
括
し
て
み
る
と
、
基
本
法
審
議
評
議
會
が
死
刑
塵
止
の
決
議
を
し

た
時
に
は
、
死
刑
塵
止
論
者
は
三
億
九
干
萬
人
の
住
民
を
も
つ
、
三
〇
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
國
で
死
刑
が
塵
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
實

を
援
用
し
得
た
の
で
あ
つ
た
。

＝
二

　
基
本
法
に
よ
る
死
刑
の
腹
止
（
二
七
六
頁
－
二
八
七
頁
）

　
L
　
基
本
法
審
議
評
議
會
の
成
立
と
ヘ
レ
ン
キ
エ
ム
ゼ
ー
の
憲
法
會
議
に
お

け
る
慶
止
問
題
の
論
議
　
　
基
本
法
審
議
評
議
會
の
メ
と
ハ
ー
は
、
こ
れ
迄
の

各
會
議
が
直
接
國
民
に
よ
つ
て
選
學
さ
れ
た
委
員
か
ら
成
つ
て
い
た
の
に
封

し
、
七
五
萬
人
の
住
民
に
一
人
の
割
合
で
、
各
ラ
ソ
ト
の
議
會
か
ら
選
ば
れ
た

委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
選
出
方
法
は
、
出
來
る
だ
け
速
か
に
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
陣
管
の
諸
地
帯
で
憲
法
制
定
會
議
が
成
立
す
る
よ
う
に
圖
ら
れ
た
も
の

で
あ
つ
て
、
一
九
四
七
年
二
戸
の
・
ン
ド
ン
に
お
け
る
四
大
國
外
相
會
議
の

失
敗
の
後
に
、
三
地
匝
軍
政
官
が
決
定
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
仕
事
の
準

五
七
　
　
（
一
　
八
五
）
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2
7
5
2
2
2

キリスト教

民主同盟
肚會民主蕪

自由民主蕪

ドィツ黛

中央黛
共産黛

備
の
た
め
に
、
憲
法
會
議
が
ヘ
レ
ソ
キ

エ
ム
ゼ
ー
で
開
か
れ
、
そ
こ
で
意
見
書

が
作
製
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
死
刑
塵
止

に
有
利
な
態
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。
“
死

刑
の
塵
止
、
特
に
政
治
犯
に
關
し
て
注

目
す
る
よ
う
4
基
本
法
審
議
許
議
會
に

渤
告
し
た
と
い
う
事
實
が
こ
れ
を
物
語
つ
て
い
る
。

　
こ
の
決
定
の
一
週
間
後
、
一
九
四
八
年
九
月
一
目
に
基
本
法
評
議
會
（
以
下

略
稔
）
は
活
動
を
開
始
し
た
。

　
a
　
基
本
法
評
議
會
の
構
成
　
　
こ
の
會
議
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
構
成

員
の
籔
が
わ
ず
か
に
六
五
人
で
あ
る
と
い
う
黙
で
あ
る
。
も
つ
と
も
後
に
ベ
ル

リ
ン
か
ら
五
人
議
員
が
参
加
し
た
が
投
票
権
は
な
か
つ
た
。
そ
の
懲
派
別
議
員

籔
は
第
十
九
表
の
通
り
で
あ
り
、
そ
の
中
婦
人
は
四
名
で
あ
つ
た
。
李
均
年
齢

は
五
二
歳
で
、
大
部
分
の
者
は
カ
イ
ゼ
ル
か
ら
ナ
チ
ス
の
時
代
ま
で
の
、
死
刑

慶
止
論
雫
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
し
て
ア
カ
デ
ミ
カ
ー
は
四
七
人
を
算
え
て
い

る
。

　
a
　
死
刑
塵
止
論
雫
を
投
票
の
結
果

　
乱
　
主
務
委
員
會
に
お
け
る
塵
止
論
議
。

　
①
第
二
讃
會
。
從
來
の
會
議
で
は
、
論
孚
の
重
鮎
が
総
會
に
あ
つ
た
が
、
こ

の
基
本
法
評
議
會
で
は
む
し
ろ
、
二
一
人
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
肚
民
蕪

各
八
名
、
自
民
窯
二
名
、
そ
の
他
各
一
名
）
の
委
員
よ
り
な
る
主
務
委
員
會
に

重
貼
が
あ
つ
た
。
論
議
は
第
三
讃
會
で
の
投
票
ま
で
三
ヵ
月
牟
に
わ
た
つ
て
行

わ
れ
た
。

　
注
目
す
べ
き
鮎
は
、
死
刑
塵
止
の
要
求
が
肚
會
民
主
薫
か
ら
で
は
な
く
、
ド

五
八
　
　
（
一
一
八
六
）

イ
ッ
窯
か
ら
出
さ
れ
た
黙
で
あ
る
。
一
九
四
八
年
一
二
月
に
ド
イ
ッ
窯
議
員
ゼ

ー
ボ
ー
ム
は
「
生
れ
出
で
る
生
命
は
保
護
さ
れ
る
。
身
騰
刑
お
よ
び
肉
豊
刑
は

禁
じ
ら
れ
る
。
死
刑
は
塵
止
さ
れ
る
」
と
い
う
提
案
を
し
た
。
提
案
理
由
に
は

過
去
一
五
年
間
の
ナ
チ
ス
の
残
虐
さ
が
彊
調
さ
れ
た
。
第
二
讃
會
で
は
、
更
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
國
で
の
成
果
も
論
振
と
さ
れ
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
吐
會
民

主
窯
が
こ
れ
を
支
持
し
な
か
つ
た
。
わ
ず
か
に
共
産
窯
議
員
が
、
ソ
ヴ
ェ
ト
を

例
に
と
つ
て
賛
成
し
た
。
こ
れ
に
封
し
、
刑
法
で
こ
れ
を
規
定
す
れ
ば
充
分

で
、
基
本
法
に
ま
で
と
り
入
れ
る
こ
と
は
鯨
計
で
あ
る
と
い
う
聲
が
強
か
つ

た
。
か
く
し
て
投
票
の
結
果
こ
の
提
案
は
否
決
さ
れ
た
。

　
ω
第
三
讃
會
。
三
週
後
に
開
か
れ
た
第
三
讃
會
で
は
、
就
會
民
主
裳
か
ら
ワ

ー
グ
ナ
ー
と
カ
ル
・
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
立
つ
て
痛
烈
な
攻
撃
を
死
刑
存
置
論
者

に
浴
び
せ
た
。
ゼ
ー
ボ
：
ム
も
こ
れ
と
呼
雁
し
て
彊
力
な
論
陣
を
張
つ
た
が
、

こ
れ
に
封
す
る
反
撃
に
目
ぼ
し
い
も
の
は
な
か
つ
た
。

　
⑧
第
三
讃
會
の
投
票
は
一
九
四
九
年
五
月
五
日
に
行
わ
れ
、
わ
ず
か
四
人
が

死
刑
存
置
に
賛
成
し
た
の
み
で
、
歴
倒
的
多
数
が
死
刑
駿
止
に
投
票
し
た
。

　
h
　
総
會
に
お
け
る
慶
止
の
論
議
。
主
務
委
員
會
の
決
議
の
翌
日
、
総
會
に

死
刑
慶
止
條
項
が
邊
ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
封
し
て
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
に
驕
す
る
一
〇
議
員
が
死
刑
存
置
の

た
め
の
刮
目
す
べ
き
活
動
を
し
た
。
す
な
わ
ち
七
二
歳
の
老
議
員
シ
ャ
ポ
ー
ル

ー
ジ
ュ
が
κ
死
刑
問
題
に
つ
い
て
〃
意
見
具
申
を
な
し
、
死
刑
の
存
置
に
努
め

た
。
総
會
に
お
け
る
論
議
は
、
シ
ャ
ポ
ー
ル
ー
ジ
ュ
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
二
分
さ

れ
た
。

　
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
“
恐
る
べ
き
量
の
死
刑
に
お
び
や
か
さ
れ
た
ド
イ
ッ
國
民
こ

そ
死
刑
に
封
す
る
明
確
な
決
断
を
な
す
動
機
を
保
有
す
る
4
と
し
、
國
家
を
死



刑
に
よ
つ
て
守
る
と
い
う
こ
と
の
不
可
能
な
こ
と
は
“
死
刑
を
用
い
て
荒
れ
狂

つ
た
ナ
チ
ス
國
家
の
崩
壌
を
見
れ
ば
わ
か
る
”
と
共
産
裳
議
員
レ
ン
ナ
ー
は
補

足
し
た
。

　
総
會
で
は
、
死
刑
塵
止
を
規
定
し
た
一
〇
三
條
に
つ
き
墜
倒
的
多
籔
で
可
決

し
て
し
ま
つ
た
。

　
同
日
行
わ
れ
た
基
本
法
評
議
會
で
は
、
四
七
封
一
五
、
保
留
二
で
基
本
法
を

是
認
す
る
形
勢
と
な
り
、
二
目
後
に
五
三
封
一
二
で
、
基
本
法
草
案
は
完
全
に

承
認
さ
れ
た
。
最
終
草
案
で
は
、
死
刑
塵
止
の
規
定
は
一
〇
二
條
に
位
置
す

る
。　

生
　
塵
止
決
定
の
意
義
　
　
積
極
的
に
は
、
第
二
條
に
保
鐙
さ
れ
た
“
生
命

お
よ
び
身
豊
の
不
可
侵
性
に
封
す
る
灌
利
”
は
、
た
と
え
重
大
犯
罪
人
の
生
命

と
い
え
ど
も
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
程
、
紳
聖
、
不
可
侵
と
考
え
ら

れ
、
こ
の
原
則
を
侵
す
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
昧
し
、
消
極
的

に
は
、
死
刑
存
置
論
者
が
死
刑
を
基
本
法
中
に
導
入
す
る
に
は
全
議
員
の
三
分

の
二
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
非
常
に
む
ず
か
し
い
形
勢
と
な
つ

て
し
ま
つ
た
。
か
く
て
死
刑
存
置
論
者
は
全
ド
イ
ッ
統
一
憲
法
審
議
の
際
に
活

路
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
形
勢
に
追
い
こ
ま
れ
て
し
ま
つ
た
。

繭
四

　
死
刑
慶
止
に
封
す
る
ド
イ
ツ
輿
論
の
態
度
（
二
八
七
頁
ー
三
〇
一
頁
）

　
L
　
法
學
者
　
　
基
本
法
評
議
會
の
決
定
に
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ヅ
フ
ほ
ど
の

學
者
も
全
く
豫
期
出
來
な
か
つ
た
と
い
う
事
實
は
「
死
刑
を
か
つ
て
駿
止
し
よ

う
と
し
た
者
や
、
刑
法
の
專
門
家
に
と
つ
て
は
全
く
驚
く
べ
き
こ
と
だ
」
と
い

う
彼
の
論
読
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
犯
罪
が
恐
る
べ
き
増
加
を
示
し

死
刑
慶
止
の
歴
史

て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
冷
静
な
歩
み
が
民
衆
の
中
に
多
く
を
占
め
て
い
な
い

と
い
う
事
實
に
基
づ
き
、
過
渡
期
の
民
衆
の
聲
が
人
道
的
行
爲
を
逆
行
せ
し
め

る
こ
と
に
注
意
し
つ
つ
、
“
一
時
的
な
民
衆
の
敵
封
的
な
聲
に
封
し
自
分
達
の

立
脚
黙
を
堅
持
し
、
教
養
の
な
い
大
衆
の
血
に
う
え
た
要
求
に
封
し
て
弱
腰
に

な
ら
な
い
よ
う
に
、
更
に
は
又
今
後
、
民
衆
を
教
育
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
の

よ
う
な
本
能
的
要
求
の
櫨
大
に
有
効
に
封
庭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”
と
ラ
ー

ト
ブ
ル
ッ
フ
は
言
つ
て
い
る
。

　
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
エ
ル
は
、
死
刑
の
塵
止
を
心
か
ら
喜
び
つ
つ
、
こ
れ
は
ナ
チ

ス
時
代
の
死
刑
の
壇
大
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ニ
ュ
ー
ル
ソ
ベ
ル
ク
裁
到
で
あ

ま
り
に
も
多
く
死
刑
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
も
原
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
學
界

は
大
豊
に
お
い
て
賛
意
を
表
し
て
い
る
が
、
實
務
家
の
中
に
は
、
當
時
横
行
し

た
“
自
動
車
彊
盗
”
を
例
に
と
つ
て
反
論
す
る
者
も
い
た
。

　
且
　
刑
務
所
長
、
教
悔
師
　
　
こ
れ
等
の
人
々
の
多
く
は
死
刑
塵
止
を
徽
迎

し
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
、
ハ
ソ
ブ
ル
ク
、
ミ
ュ
ソ
ス
タ
ー
等
一
二
の
刑
務
所
の

中
、
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ビ
ッ
シ
ュ
・
ハ
ル
の
み
が
μ
悪
を
克
服
す
る
に
は
メ
ス
で
は

な
く
、
愛
と
聰
明
さ
に
依
猿
す
る
環
境
〃
の
み
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
賛
成
し

た
外
は
、
終
身
懲
役
刑
の
受
刑
者
で
脱
獄
や
看
守
殺
し
の
場
合
に
難
馳
が
虹
る

と
し
て
反
封
を
表
明
し
た
。

　
教
悔
曾
の
多
く
も
、
例
え
ぽ
彼
等
の
脛
験
か
ら
し
て
自
由
刑
で
は
殺
人
犯
を

改
善
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
か
、
死
刑
は
残
忍
な
犯
罪
者
の
精
紳
を
動

揺
し
て
改
心
せ
し
め
る
の
に
必
要
な
方
法
で
あ
る
等
を
理
由
と
し
て
死
刑
慶
止

に
反
封
し
た
。
賛
意
を
表
し
た
者
も
な
い
こ
と
は
な
か
つ
た
が
少
な
か
つ
た
。

　
3
。
新
聞
　
　
各
有
力
新
聞
に
お
い
て
最
初
は
賛
意
を
表
す
る
記
事
が
墜
倒

的
で
あ
つ
た
。
當
時
ア
レ
ン
ス
バ
ッ
ハ
の
輿
論
研
究
所
で
行
わ
れ
た
結
果
、
ド

五
九
　
　
（
一
一
八
七
）



死
刑
慶
止
の
歴
史

イ
ッ
の
民
衆
の
多
く
は
死
刑
の
存
置
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
記
事
が
護
表
さ

れ
た
。
一
九
四
九
年
三
月
に
行
わ
れ
た
調
査
で
は
、
7
4
％
が
存
置
に
賛
成
し
た

が
、
殺
人
以
外
の
犯
罪
に
死
刑
を
存
置
す
る
こ
と
に
は
賛
成
し
て
い
な
い
。
戦

雪
犯
罪
に
封
し
て
は
解
答
者
の
質
％
が
死
刑
反
封
を
表
明
し
た
。

　
総
會
の
決
定
的
な
議
決
が
行
わ
れ
て
後
、
新
聞
に
は
相
攣
ら
ず
死
刑
駿
止
論

が
多
か
つ
た
。
た
だ
そ
の
中
で
こ
ミ
窪
畦
弩
置
魯
Φ
円
帥
σ
蔓
Φ
菖
薗
辞
．
、
が
、
こ

の
よ
う
な
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
基
本
法
評
議
會
が
輿
論
を
背
景
に
す
る
こ
と

を
怠
っ
た
の
は
“
非
民
主
的
な
氣
質
の
表
わ
れ
で
あ
る
”
と
き
め
つ
け
て
い

る
。
最
も
は
げ
し
い
攻
撃
を
し
た
ご
即
げ
9
且
8
冨
u
蜜
Φ
鱒
負
．
．
で
は
“
死

刑
こ
そ
は
紳
に
よ
つ
て
國
家
に
委
ね
ら
れ
た
公
共
の
編
祉
の
維
持
の
手
毅
で
あ

る
”
と
し
て
い
る
。

　
4
。
占
領
軍
裁
到
所
　
　
基
本
法
が
護
効
後
、
占
領
軍
の
裁
到
管
轄
構
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
與
え
る
か
と
い
う
鮎
に
意
味
が
あ
つ
た
。
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍

は
、
占
領
軍
の
現
行
法
に
も
影
響
な
く
、
將
來
の
立
法
に
も
何
等
制
限
を
與
え

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
之
つ
た
。
し
か
し
、
基
本
法
護
動
後
に
起
つ

た
事
件
で
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
も
の
は
、
控
訴
裁
判
所
で
懲
役
を
言
い
渡
さ

れ
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
軍
の
法
廷
で
も
、
基
本
法
の
死
刑
慶
止
の
規
定
を
裁
到
に
適
用
し

た
。
そ
の
判
決
理
由
に
は
“
國
民
全
膿
に
よ
つ
て
非
難
さ
れ
て
い
る
刑
罰
を
課

す
る
と
は
、
正
義
の
感
情
に
も
、
人
道
の
感
情
に
も
違
反
す
る
”
と
論
じ
て
い

る
。　

フ
ラ
ン
ス
軍
事
裁
判
所
の
到
例
に
は
こ
の
問
題
は
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
い
。

　
聯
合
軍
高
等
辮
務
官
法
令
（
一
九
四
九
年
一
一
月
二
五
目
）
護
動
以
來
、
占

領
軍
法
廷
が
死
刑
を
課
す
る
場
合
は
、
ス
パ
イ
行
爲
、
聯
合
軍
々
人
に
封
す
る

六
〇
　
　
（
一
　
八
八
）

武
器
を
用
い
た
攻
撃
等
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
五
　
ベ
ル
リ
ソ
お
よ
び
ソ
ヴ
ェ
ト
占
領
地
帯
　
　
西
ベ
ル
リ
ン
か
ら
は
、
前

述
の
如
く
五
人
の
議
員
を
基
本
法
評
議
會
に
逡
つ
た
が
、
投
票
権
は
な
か
つ

た
。
國
家
法
的
に
み
る
と
、
基
本
法
に
よ
る
死
刑
の
塵
止
は
ベ
ル
リ
ン
に
は
効

果
を
及
ぼ
さ
ず
、
事
實
、
ベ
ル
リ
ン
の
陪
審
裁
判
所
は
死
刑
を
た
く
さ
ん
科
し

て
い
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
市
の
参
事
會
に
肚
會
民
主
裳
員
が
勢
力
を
得
る
に
つ
れ

て
、
現
行
の
法
状
態
を
攣
更
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
一
九
四
九
年
一
二
月
初

頭
の
参
事
會
で
、
死
刑
を
執
行
し
な
い
こ
と
に
決
定
し
た
。
そ
し
て
μ
近
い
内

に
”
死
刑
慶
止
の
法
律
が
市
會
に
提
出
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

　
ベ
ル
リ
ン
市
の
法
律
家
は
、
必
ず
し
も
死
刑
塵
止
に
賛
成
を
し
て
い
な
い
。

え
ば
レ
ー
ベ
ン
タ
ー
ル
・
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
到
所
長
や
ス
ト
ル
ッ
ク
ベ
ル
例
ク

高
等
法
院
長
は
、
死
刑
存
置
を
主
張
し
て
い
る
。

，
ソ
ヴ
ェ
ト
占
領
地
帯
に
は
依
然
と
し
て
死
刑
は
存
在
し
て
い
る
。
一
九
四
七

年
か
ら
一
九
五
〇
年
迄
は
、
か
の
最
高
會
議
議
長
の
布
告
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ

人
被
告
人
も
死
刑
を
適
用
し
な
か
つ
た
。
そ
の
後
、
布
告
の
改
正
に
俘
い
、
死

刑
は
“
叛
逆
、
ス
パ
イ
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
行
爲
”
に
限
つ
て
認
め
ら
れ
た
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
ド
イ
ッ
に
お
け
る
死
刑
の
問
題
は
、
ソ
同
盟
に
お
け
る

そ
れ
を
敏
感
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

一
五

ド
イ
ツ
聯
邦
議
會
に
お
け
る
死
刑
再
蓮
入
の
企
圖
の
失
敗
（
三
〇
一
頁
f
三

一
〇
頁
）

死
刑
塵
止
が
基
本
法
に
規
定
さ
れ
て
、
死
刑
論
論
雫
に
絡
止
符
が
う
た
れ
た

と
は
誰
し
も
思
つ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
つ
た
が
、
基
本
法
獲
効
後
七
ヵ
月



で
、
バ
イ
エ
ル
ソ
窯
か
ら
「
ド
イ
ッ
聯
邦
共
和
系
基
本
法
第
一
〇
二
條
は
塵
止

さ
れ
る
」
と
い
う
、
一
條
か
ら
な
る
法
案
が
聯
邦
議
會
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
も

叉
あ
ま
り
に
も
早
い
話
で
あ
つ
た
。
パ
イ
エ
ル
ン
窯
は
、
第
四
裳
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、
基
本
法
許
議
會
に
委
員
を
邊
ら
な
か
つ
た
の
で
、
基
本
法
が
バ
イ
エ

ル
ソ
地
方
議
會
で
審
議
さ
れ
た
時
に
は
”
ボ
ン
の
暴
力
行
爲
”
を
“
基
本
法
”

と
呼
ば
ず
“
ガ
ラ
ク
タ
法
”
と
の
の
し
つ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
バ
イ
エ
ル
ン
裳
は
、
死
刑
の
再
導
入
を
非
常
に
緊
急
を
要
す
る
も
の
と
考
え

た
の
で
、
近
く
豫
定
さ
れ
て
い
た
刑
法
改
革
の
途
次
で
そ
れ
を
論
議
し
よ
う
と

せ
ず
、
直
ち
に
死
刑
駿
止
の
是
非
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
か

く
て
、
憲
法
改
正
に
必
要
な
三
分
の
二
を
獲
得
出
來
る
あ
て
も
な
く
、
右
法
案

の
審
議
を
議
事
日
程
に
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
か
く
て
一
九
五
〇
年
三
月

二
七
日
聯
邦
議
會
で
四
時
間
に
わ
た
つ
て
論
議
が
重
ね
ら
れ
、
投
票
が
行
わ
れ

第二十表　基本法評議會と聯邦議會にお

　　　　ける黛派別分布

黛　　　　　　派 基評會 聯邦議會

キリスト教民主同盟 27 142

肚會　民　主　蕪 27 136

自　由　民　主　黛 5 53

バ　イ　エルン黛 一
17

ド　ィ　　ツ　　窯 2 16

共　　　産　　　窯 2 15

経濟再建聯盟 一
12

中　　　央　　　窯 2 10

ドイツヲィヒ黛 一 6
シュレスウイック派 一 1
無　　　所　　　厨 一 2

総　　　計 65 410

死
刑
慶
止
の
歴
史

た
。
全
議

員
の
窯
派

別
分
野
は

第
二
十
表

の
通
り
で

あ
つ
た
。

　
論
議
さ

れ
た
死
刑

存
否
の
論

職
の
中
特

に
あ
げ
る

に
贋
す
る

も
の
を
拾
つ
て
み
る
と
、
バ
イ
エ
ル
ソ
窯
を
代
表
し
て
エ
ッ
ツ
エ
ル
が
一
九
一

二
年
の
ウ
ィ
ー
ン
法
曹
會
議
の
投
票
結
果
を
指
摘
し
て
、
死
刑
存
置
の
論
振
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
ち

し
た
が
、
彼
は
そ
の
中
で
、
死
刑
を
基
本
法
に
規
定
し
て
い
る
の
は
外
國
に
も

ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
め
　
　
も

そ
の
例
を
見
ず
、
基
本
法
評
議
會
の
如
き
民
衆
の
代
表
で
な
く
、
勝
利
者
の
命

令
で
出
來
た
機
關
は
民
衆
に
助
言
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
こ
の
よ
う
な
“
改
革
”

を
し
て
は
な
ら
な
い
と
根
檬
の
な
い
演
説
を
し
た
。
ド
イ
ッ
窯
の
死
刑
存
置
派

を
代
表
し
た
エ
ヴ
ェ
ル
ス
は
、
懸
報
の
原
理
に
論
糠
を
置
い
た
。
彼
の
討
論
中

に
は
裁
判
の
誤
謬
に
ふ
れ
た
個
所
が
あ
る
が
、
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
自
由

民
主
窯
か
ら
は
、
ノ
イ
マ
イ
ヤ
ー
が
立
つ
た
。
彼
も
裁
判
の
誤
謬
に
ふ
れ
、
厚
科

學
お
よ
び
刑
事
學
に
よ
つ
て
獲
達
し
た
補
助
手
段
は
非
常
に
進
歩
し
た
か
ら
、

罪
謹
々
明
に
基
づ
く
誤
到
は
今
日
で
は
非
賞
に
ま
れ
に
な
つ
た
〃
と
し
て
い

る
。
彼
は
、
死
刑
塵
止
に
よ
つ
て
犯
罪
が
増
加
し
た
と
強
調
し
て
い
る
。
ド
イ

ツ
ラ
イ
ヒ
窯
か
ら
は
ミ
ー
ス
ナ
ー
が
賛
成
討
論
を
し
た
。
彼
は
改
善
と
か
教
育

と
か
い
う
も
の
は
、
青
少
年
に
い
え
る
の
で
あ
つ
て
、
海
千
山
千
の
重
罪
犯
人

に
は
懸
報
の
み
が
正
し
い
原
理
で
あ
る
と
し
た
。

　
死
刑
塵
止
論
者
か
ら
は
、
ま
ず
自
由
民
主
黛
に
麗
す
る
司
法
大
臣
デ
ー
ラ
ー

が
立
つ
て
反
封
論
を
述
べ
、
ま
だ
塵
止
し
て
間
も
な
い
の
に
、
存
否
を
論
ず
る

こ
と
の
性
急
さ
を
い
ま
し
め
た
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
か
ら
は
ク
ラ
イ
ン
デ

ィ
ン
ス
ト
議
員
と
ラ
フ
ォ
レ
ッ
ト
議
員
が
立
つ
て
、
死
刑
の
問
題
だ
け
を
と
り

上
げ
て
論
じ
る
こ
と
は
意
味
が
な
く
、
デ
ー
ラ
ー
の
言
う
よ
う
に
刑
法
改
革
の

時
に
詳
し
く
論
議
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
基
本
法
評
議
會
は
當
時
ド
イ
ッ
國
民

の
全
艦
意
思
を
代
表
す
る
唯
一
の
機
關
で
あ
つ
て
、
決
し
て
箪
な
る
占
領
軍
の

執
行
機
關
に
お
わ
つ
て
い
た
の
で
は
な
か
つ
た
、
と
明
言
し
た
。
ワ
ー
グ
ナ
ー

議
員
も
再
び
立
つ
て
、
基
本
法
に
署
名
し
た
イ
ソ
ク
も
乾
か
な
い
中
に
論
じ
る

六
一

（
一
一
八
九
）



第二十一表　一〇二條慶止提案

死
刑
慶
止
の
歴
史

糞　　派　　名 賛　成 反　封 保　留

キリスト教民主同盟

肚會民　主　黛
自　由　民　主　裳

ド　ィ　　ツ　　蕪

聯　　邦　　同　盟

共　　　産　　　裳

無　　　所　　　厨

42

｝
2
7
2
1
1
0
－
3

66

109

171

10

121

9
『
1
『
一
｝
一

総数　329の中 ユ03 216 10

第二十二表　一〇二條の補足提案

窯　　派　　名 賛成 反　封 保　留

キリスト教民主同盟 73 29 14

杜　會　民　主　黛 一
110

一
自　由　民　主　裳 28 14

一
ド　ィ　　ツ　　黛 20 1 一
聯　　邦　　同　盟 10 9 一
共　　　産　　　黛 一

11
『

無　　　所　　　周 3 1 一

総数　323の中 134 175 14

性
急
さ
を
せ
め
つ
つ
、
立
法
者
は
民
衆
の
盲
目
的
衝
動
に
從
う
の
で
は
な
く
、

教
育
し
人
道
へ
の
道
を
先
行
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
し
た
。
婦
人
議
員
マ
イ

ヤ
ー
・
ラ
ゥ
レ
も
、
再
び
非
人
道
性
に
逆
行
す
る
愚
を
せ
め
、
“
汝
殺
す
な
か

れ
”
と
い
う
誠
め
は
、
人
間
の
善
意
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
國
家
に
も
妥

當
す
る
と
説
い
た
。
更
に
自
由
民
主
裳
か
ら
も
死
刑
塵
止
論
者
が
多
く
出
る
に

及
ん
で
、
大
勢
は
決
し
た
感
が
あ
つ
た
。

　
か
く
し
て
行
わ
れ
た
投
票
に
よ
り
、
死
刑
を
再
び
導
入
し
よ
う
と
す
る
バ
イ

エ
ル
ソ
窯
の
企
圃
は
挫
折
し
て
し
ま
つ
た
。

　
そ
の
後
の
聯
邦
議
會
に
お
け
る
死
刑
問
題
に
つ
い
て
簡
軍
に
ふ
れ
て
お
く

と
、
一
九
五
一
年
六
月
一
二
日
に
総
會
に
お
い
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
鐵
の
提
出
し

六
二

（
二
九
〇
）

な
り
の
動
揺
が
あ
つ
た
。
著
者
デ
ュ
ー
ジ
ソ
グ
は
、

同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
死
刑
の
問
題
は
論
じ
ら
れ
、

ろ
な
波
紋
を
起
す
こ
と
を
豫
想
し
つ
つ
、

が
ら
、
死
刑
の
塵
止
が
“
新
し
き
世
代
の
よ
き
端
緒
と
し
て
我
々
に
贈
ら
れ

る
”
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。

た
“
殺
人
罪
に
死
刑
を
導
入
す
る
”
法
案
に
野
し
、
出
席
一
六
八
議
員

の
中
、
保
留
六
、
賛
成
九
〇
、
反
封
七
二
で
可
決
さ
れ
、
た
と
え
プ
ロ

グ
ラ
ム
的
に
も
せ
よ
、
と
も
か
く
も
死
刑
を
再
び
導
入
す
る
決
議
が
な

さ
れ
た
こ
と
は
世
人
の
注
目
を
ひ
い
た
。

　
一
九
五
二
年
九
月
一
〇
日
に
は
、
今
度
は
ド
イ
ッ
窯
が
「
ド
イ
ッ
聯

邦
共
和
國
基
本
法
第
一
〇
二
條
は
塵
止
さ
れ
る
」
と
い
う
法
案
を
提
出

し
、
そ
の
籔
日
後
に
バ
イ
エ
ル
ン
窯
が
第
一
〇
二
條
第
二
項
に
「
こ
の

規
定
は
殺
人
罪
お
よ
び
誘
拐
罪
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
詳
細
は
聯
邦
法

が
こ
れ
を
規
定
す
る
」
と
い
う
補
充
法
案
を
提
出
し
、
第
一
讃
會
が
一

九
五
二
年
一
〇
月
二
日
に
開
か
れ
て
、
こ
れ
に
封
す
る
論
議
が
行
わ

れ
、
投
票
が
な
さ
れ
た
。
更
に
一
〇
月
三
〇
日
に
総
會
に
お
い
て
爾
提

案
と
も
否
決
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
投
票
の
内
謬
は
第
二
十
一
．
二
十
二

表
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
キ
リ
ス
ト
激
民
・
書
凹
盟
の
中
で
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
現
象
か
ら
も
、
將
來

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
黙
派
聞
に
い
ろ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
昌
冒
葉
を
か
り
な

一
六

　
む
　
す
　
び

　
デ
ュ
ー
ジ
ン
グ
の
著
書
に
は
三
一
一
頁
か
ら
三
一
九
頁
に
か
け
て
、
死
刑
塵

止
以
後
の
ド
イ
ッ
聯
邦
共
和
國
に
お
け
る
殺
人
罪
の
展
開
を
、
統
計
的
に
眺
め



て
い
る
。
わ
ず
か
壬
二
年
の
統
計
的
数
値
で
、
基
本
法
に
死
刑
が
塵
止
さ
れ
た

と
い
う
事
實
が
、
如
何
に
犯
罪
に
影
響
を
與
え
た
か
を
推
論
す
る
こ
と
の
困
難

さ
を
私
は
指
摘
し
た
く
思
う
。
だ
か
ら
、
デ
ュ
ー
ジ
γ
グ
が
バ
ー
デ
ン
、
バ
イ

エ
ル
ソ
等
の
二
一
の
地
方
に
お
け
る
殺
人
犯
罪
の
詳
細
な
表
を
提
供
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
結
論
だ
け
を
み
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
即
ち
、

〃
ド
イ
ッ
聯
邦
議
會
で
く
り
返
え
し
主
張
さ
れ
た
「
死
刑
魔
止
が
兇
悪
犯
罪
の

増
大
を
來
た
し
た
」
と
い
う
鮎
は
、
こ
れ
等
の
統
計
か
ら
全
く
根
擦
の
な
い
論

議
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
”

　
西
ド
イ
ッ
共
和
國
基
本
法
に
、
死
刑
駿
止
の
條
項
が
明
記
さ
れ
、
一
切
の
死
刑

が
現
行
制
度
か
ら
抹
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
實
は
、
少
く
と
も
兇
悪
犯
罪
の
増
加

を
急
激
に
來
た
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
主
張
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
V
〈

　
基
本
法
評
議
會
が
死
刑
塵
止
を
決
議
し
た
の
は
、
一
〇
〇
年
と
い
う
歴
史
の

流
れ
の
結
果
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
パ
イ
エ
ル
ン
窯
が
聯
邦
議
會
で
行
つ
た

「
國
民
の
9
0
％
乃
至
㎜
％
が
死
刑
存
置
を
希
求
し
て
い
る
」
と
い
う
主
張
が
誤

ま
り
で
あ
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
國
民
會
議
で
5
9
％
、
プ
ロ
シ
ア
憲
法

制
定
國
民
會
議
で
8
8
％
、
北
ド
イ
ッ
聯
邦
議
會
第
二
讃
會
で
5
9
％
、
同
第
三
讃

會
で
4
8
％
、
ワ
イ
マ
ー
ル
國
民
會
議
で
妬
％
、
基
本
法
評
議
會
主
務
委
員
會
で

78

％
も
の
死
刑
慶
止
論
者
が
あ
つ
た
と
い
う
事
實
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
更
に
、
死
刑
慶
止
が
、
吐
會
主
義
政
窯
の
成
果
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
誤
ま

り
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
政
窯
が
生
れ
る
以
前
に
す
で
に
死
刑
塵
止
が
決
議
さ

れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
實
か
ら
も
、
更
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
會
議
で
投
票
し

た
一
四
人
の
聖
職
者
の
中
九
人
、
プ
ロ
シ
ア
會
議
で
は
三
八
人
の
聖
職
者
の
中

三
一
人
、
北
ド
イ
ッ
聯
邦
議
會
第
二
、
第
三
讃
會
を
通
じ
て
四
人
の
聖
職
者
が

死
刑
屡
止
の
歴
史

絡
始
一
貫
し
て
、
い
ず
れ
も
死
刑
塵
止
に
投
票
し
た
と
い
う
事
實
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
こ
と
に
死
刑
塵
止
論
に
お
い
て
は
、
リ
ー
プ
マ
ン
の
言
葉
に
あ
る

如
く
「
眞
黒
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
が
眞
紅
の
吐
會
民
主
窯
員
と
一
致
し
得
る
」
の

で
あ
る
。
こ
の
一
致
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
は
達
せ
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
ナ

チ
ス
の
血
に
彩
ら
れ
た
諸
輕
験
を
脛
て
再
び
達
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
死
刑
を
導
入

し
よ
う
と
す
る
勢
力
を
迎
撃
し
て
、
こ
の
野
望
を
粉
砕
す
る
こ
と
が
出
來
た
。

デ
ュ
ー
ジ
ン
グ
の
著
書
は
、
ド
イ
ッ
國
民
が
心
か
ら
希
望
し
て
い
る
東
西
爾
ド

イ
ッ
の
統
一
憲
法
に
も
、
「
死
刑
は
塵
止
さ
れ
る
」
と
い
う
條
項
が
規
定
さ
れ

る
こ
と
を
、
こ
れ
等
の
諸
勢
力
の
一
致
に
期
待
し
て
結
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
六
・
八
・
一
七
）

邉
　
　
　
記

　
死
刑
論
の
喪
料
を
書
き
絡
え
て
、
ま
す
ま
す
死
刑
間
題
の
持
つ
複
雑
さ
と
、

科
學
的
一
義
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
の
不
可
能
さ
を
畳
え
る
の
み
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
こ
そ
、
い
ず
れ
の
側
に
せ
よ
多
敷
の
人
間
の
賛
成
を
得
て
、
そ
の

婦
結
に
從
う
と
い
う
多
敷
決
原
理
の
必
要
を
感
じ
る
次
第
で
あ
る
。

　
賛
成
反
封
い
ず
れ
の
側
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
態
度
決
定
の
た
め
の
資
料
を

客
観
的
に
提
出
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
或
は
筆
者
の
態
度
に
よ
つ
て
客
観

性
を
ゆ
が
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
誠
に
恐
縮
で
あ
る
。

　
死
刑
と
い
う
テ
ー
マ
に
は
魅
力
が
あ
る
。
更
に
資
料
を
集
め
て
、
理
論
的

な
問
題
を
今
少
し
追
及
し
て
み
た
い
と
思
つ
て
い
る
。

　
絡
り
に
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
政
治
の
歴
史
、
そ
の
用
語
例
に
つ
い
て
、
法

學
部
助
教
授
多
田
眞
鋤
氏
の
御
教
示
を
得
た
。
も
と
よ
り
文
中
で
使
用
を
誤

つ
た
個
所
が
あ
れ
ば
、
そ
の
責
任
は
筆
者
に
あ
る
。
心
か
ら
の
感
謝
を
同
氏

に
捧
げ
て
筆
を
欄
き
た
い
。

六
三

（
一
　
九
一
）


